
甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 １－１ 人材育成の推進（①研修制度の推進） 通番 １  

取組内容 
ＯＪＴの本質を捉え、職場での習慣的な育成指導の浸透・定着や、自律型人材の育成、計画的かつ継続的な職員
研修など、組織全体で人材育成に取り組む体制を構築し、総合力の高い職員を育成する。 

概   要 
研修受講者の研修効果をアンケートで把握し、効果
や達成度を図ることで、職員の能力開発を促進させ
る。 

目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部職員課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 甲府市人材育成基本方針・甲府市人材育成実施計画 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

提案参加型方式の推進と自主研修の充実 実施 実施 実施 

ＯＪＴの自発的かつ継続的な実施 検討 実施 実施 

職員研修の充実と質の向上 検討 実施 実施 

効率的かつ効果的なアンケート実施の検討（アンケート
項目、実施方法、結果の活用など） 

検討・実施 実施 実施 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

○提案参加型方式の推進 
○ＯＪＴの推進 
○研修効果の把握方法の検討 

○提案参加型方式の推進 
○ＯＪＴの推進 
○研修効果の検証及び研修内容の見
直し 

○提案参加型方式の推進 
○ＯＪＴの推進 
○研修効果の検証及び研修内容の見
直し 

実績 
自主研修の充実と研修効果の把握
に努めた 

自主研修の支援と OJTの職場への浸
透に努めた。 

 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計

画 

 
○提案参加型方式の本格実施 
○資格取得支援研修の実施 
○職場でＯＪＴ等を推進する「研修リ
ーダー」の養成 
○フォローアップ調査の研究及びア
ンケートの実施方法等の検討 

 
〇提案参加型方式の推進と研修効果の
検証 
〇自主研修の支援 
〇ＯＪＴの浸透を図るため、対話促進に
つながる階層別研修の実施 

〇提案参加型方式の研修効果の検証 
〇対話を重視したＯＪＴの浸透につな
がる階層別研修の実施 
〇派遣職員との対話等による業務執
行支援 

上
半
期
取
組
状
況 

 

○８月に若手職員を対象としたキャリア
プラン研修、９月に有資格職員を講師
とし、精神保健福祉士を目指す職員を

対象に試験対策等の研修を実施した。 
○ 部局推薦された主任職員を「研修リ
ーダー」として養成するため、７月に役

割やＯＪＴについての研修を実施した。 
○ 提案参加型研修の受講者を対象とし
たフォローアップ調査（アンケート）によ

り、研修実施後の受講者の意識・行動
の変化等を把握することとし、それに
伴い「提案参加型研修実施要領」を改

訂した。 

 
〇 提案参加型研修で得た知識やスキ
ルを職場において実践することを目標
とし、ＯＪＴや対話の要素を含むオンラ
イン研修を実施した。また、庁内アン
ケートシステムを活用し、受講者の感
想や意見等の共有と研修効果の把握
に努めた。 

〇 自主グループ結成や活動に関して、
相談支援等を行った。 

〇 資格取得支援研修として若手技術
職員を対象とした「アフター５研修（キ
ャリアプランを描いてみよう）」を実施し
た。 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

〇 2 月に若手技術職員を対象とし
たアフター5研修を実施し、令和元
年度資格取得者が合格体験をも
とに、試験対策やアドバイスを行
った。 

〇 新採用職員フォローアップ研修
において、対話研修とＯＪＴ研修を
実施した。 

〇 提案参加型研修の受講者へフォ
ローアップ調査を実施した結果、
職員ニーズに合致した研修が実
現できており、職場における改善
等の取組へつながっていることを
確認できた。 

 
〇提案参加型研修受講後のフォローア
ップ調査により、職員が求める研修が実
現できており、業務への活用につながっ
ていることを確認できた。 
〇資格取得支援研修として、資格取得
者を講師に迎え、若手技術職員を対象
とした「アフター５研修（資格取得支援）」
を 2 回実施した。また、自主活動グルー
プの支援や自己啓発助成制度の浸透に
努めた。 
〇ＯＪＴを活性化させるため、組織内のコ
ミュニケーション力の向上研修をオンラ
インで実施した。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

研修受講が、職場における改善
や意欲向上のきっかけとなるよう、
階層別研修等の研修方法・講師選
定等を検証し、より効果が高い研修
を実施していく。 

研修事業を通じ、職員の意識改革を
図り、長時間勤務の縮減や健康維持を
推進し、ワーク・ライフ・バランスが実現
できるように効率的・効果的な研修を実
施していく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 １－１ 人材育成の推進（②職員提案制度の見直し） 通番 ２  

概   要 
より効果を挙げるための提案募集を行うとともに、提案の活用方法等を見直し、人材育成に寄与することのできる
職員提案制度を確立する。 

目   標 
新たな職員提案制度を構築するとともに実現提案件
数を増加させる。 

目標区分 定量 
R１  （実現提案件数） ５件 
R２  （実現提案件数） ５件 
Ｒ３  前年比増 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・職員課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

職員提案内容を題材として研究する研修等の仕組みづ
くり 

検討 検討・実施 実施 

提案活用方法等の見直し 検討 検討・実施 実施 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

（実現提案件数）５件 （実現提案件数）５件 前年比増 

実績 ３件 ４件  

達成度 T２ T３  

取
組
の
年
度
計
画 

 
〇市民サービスの向上や経費の削
減などの効果が見込める提案の
実現や人材育成に繋がる仕組み
づくりについて検討を行う。 

 
〇市民サービスの向上や経費の削減な
どの効果が見込める提案について、
必要に応じて関係者によるワーキン
ググループの設置や「提案参加型研
修」を活用し実現できるよう支援する。 

〇市民サービスの向上や経費の削減
などの効果が見込める提案につい
て、必要に応じて関係者によるワー
キンググループの設置や「提案参加
型研修」を活用し実現できるよう支
援する。 

上
半
期
取
組
状
況 

〇 提案の実現や人材育成に繋が
る仕組みづくりとして、事務効率課
が主体となり関係部署・提案職員
で構成するワーキンググループを
設置し支援することや、提案内容
に関する先進事例視察・研修会へ
の参加を促すため、「提案参加型
研修」を活用することなどについて
検討を行った。 
今年度の職員提案制度につい

ては、実現可能性が高く、より効
果を挙げることができる提案が数
多く提出されるよう、各部署また
は職員が担当・関係する業務を
中心に募集するなどの見直しを
行った。 

〇 提案の実現や効果の向上を目的と
したワーキンググループの設置や「提
案参加型研修」の活用を実施要領に
位置付ける見直しを行った。 

〇 実施要領の見直しを踏まえ、８月末
から約 1 か月間の推進期間を設け、
募集を行ったところ、各部署または職
員が担当・関係する業務を中心に、ア
イデア提案22件、改善実績報告16件
の計 38件の提案があった。 

 

進捗状況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
〇 上半期の見直しを踏まえ、10 月
末から約 1 か月間の推進期間を
設け、募集を行ったところ、各部署
または職員が担当・関係する業務
を中心に、アイデア提案 19 件、改
善実績報告 21 件の計 40 件の提
案があった。 

〇 アイデア提案の内、「採用」と判
定された 5提案について担当課へ
提案の実施化に向けた検討を依
頼し、3つの提案について、一部ま
たは全部実施可能との回答を得
られた。 

 
〇 アイデア提案の 22 件について担当
課へ提案の実施化に向けた検討を依
頼し、取り組んだ結果、4 つの提案が
実現した。 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T2 

推進 
本部 T2 

担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

〇 「採用」と判定された提案につい
て、必要に応じて関係者によるワ
ーキンググループの設置や「提案
参加型研修」を活用し実現できる
よう支援に努める。 

〇 アイデア提案のうち、効果の見込め
る提案について、ワーキンググループ
の設置や「提案参加型研修」を活用
し、更なる実現提案件数の増加に努
める。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

 

 

取組項目 １－２ 執行体制の最適化（①組織体制の最適化） 通番 ３  

概   要 

甲府市の将来を見据え、最少の経費で最大の効果を挙げるための簡素で効率的な組織整備を実施するため、職
位、職責の最適化に取組む。 
また、組織の中に適切な規範を定め、組織内の全ての部署においてリスクの把握、評価、対応、モニタリング及び
改善からなるＰＤＣＡサイクルを構築し、行政サービスの適切な提供体制を確保する。 

目   標 
甲府市職員定員適正化計画の推進及び組織機構の
再編 

目標区分 定量 
R１ 1,780人 
R２ 1,774人 
R３ 1,781人 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 甲府市職員定員適正化計画 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

統制環境の整備 検討 検討・実施 実施 

簡素で効率的な組織の整備 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

業務改革を踏まえた職員ポストの適正化 検討 検討 検討 

    

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
年度 
目標 

1,780人 1,774 人 1,781人 

実績 1,760人 1,756 人 1,761人 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

〇再任用職員及び任期付職員等の
多様な任用形態を効果的に活用
することで最小の経費で最大の効
果を挙げることができる、簡素で
効率的な組織編成を行う。 

〇定員適正化計画の策定に向けた検証
や事務事業の精査を行い、市民サー
ビスの向上を図るため、最小の経費
で最大の効果を挙げることができる、
組織整備を行う。 

〇内部統制を推進するため、総務部に
おいて試行的にリスクの把握、評価等
を行い、その効果等について検証を
行う。 

〇再任用職員及び任期付職員等の多
様な任用形態を効果的に活用する
ことで最小の経費で最大の効果を
挙げることができる、簡素で効率的
な組織編成を行う。 

〇内部統制を推進するため、全庁に
おいてリスクの把握、評価等を行
い、その効果等について検証を行
う。 

上
半
期
取
組
状
況 

〇次年度の職員定数の設定及び採
用計画を策定するため、各部から
提出された職員増減員要求書に
基づき、ヒアリングを実施し、今後
見込まれる業務量と職場実態等
の把握をする中で、必要な職員定
数の精査を行った。 
併せて、再任用職員と任期付職
員の効果的な活用を図ることで、
必要最低限の定数管理に努め、
組織において最適な執行体制と
なるよう、次年度の採用計画を策
定した。 

〇次年度のみなす定数設定に向け、採
用計画を作成するため各部局に職員
増減員要求書の提出を依頼した。今
後見込まれる業務量及び職場実態等
の把握を行うためヒアリングを行い、
採用計画を策定した。 

〇定員適正化計画策定に向けては、各
部局の事務事業の把握のための調査
を開始した。 

〇内部統制を推進するため、総務部に
おいて試行的にリスクの識別・評価を
行うよう依頼した。 

 

取組状況 
の 評 価 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇 多様化・高度化する行政ニーズ
に対応するため、再任用職員及び
任期付職員等の多様な任用形態
を活用する中、組織において最適
な執行体制となるよう人員構成を
検討し、定数設定を行った。また、
令和２年度の組織整備について
は、平成３１年度組織に対して、１
室減（記念事業室）、３室増（情報
戦略室、健康長寿室、施設整備
室）、３課減（開府５００年企画課、
開府５００年事業課、介護予防
課）、５課増（記念事業課、連携推
進課、協働支援課、精神保健課、
子ども応援課）となった。 

〇総務部において試行的にリスクの識別・評
価を実施し、９課から３９のリスクが挙げら
れた。 

〇職員定員適正化計画については、検証や
今後の事務量を把握する中で、５か年計画
として、概ね出来ている。また、、令和３年

度の組織整備については、令和２年度組
織に対して、保健衛生監の設置、３室減
（企画経営室、福祉支援室、観光商工室）、

３室増（連携推進室、保険経営室、商工振
興室）、４課減（（消費生活課、高齢者福祉
課）、（行政経営課と業務管理課を統合し

行政経営課、企画課と財政課を統合し企
画財政課）、６課増（研修厚生課、公民連携
課、ふるさと納税課、中心市街地振興課、

地域デザイン課、政策調査課）となった。 

 

達 成 度 

の総評価 

担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

〇各部署の事務量及び事務に要す
る職員数を把握し、適正な定員管
理と効率的な組織体制の整備に
努める。 

〇各部署の事務量及び事務に要する職
員数を把握し、適正な定員管理と効
率的な組織体制の整備に努める。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 １－２ 執行体制の最適化（②人事管理制度の再構築） 通番 ４  

概   要 
会計年度任用職員や任期付職員、エキスパート職員など多様な人材を活用するとともに、効果的な職員交流を実
施する。また、成果を挙げた者が報われる人事評価制度や社会情勢の変化等を踏まえた給与制度について検討
を行い、適材適所の職員配置を実施するため、人事管理制度を再構築する。 

目   標 
弾力的かつ効果的な任用及び職員の意欲や能力を
生かした総合的な人事管理の運用を図る。 

目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部職員課・企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

多様な人材の活用 検討 実施 実施 

人事評価制度の構築 検討 実施 実施 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

新たな人事管理制度の確立 
新たな人事管理制度の 

充実・一部運用 
新たな人事管理制度の運用・見直し 

実績 新たな人事管理制度の確立 
新たな人事管理制度の 

充実・一部運用 
 

達成度 Ｔ4 Ｔ4  

取
組
の
年
度
計
画 

〇会計年度任用職員制度の構築 
〇任期付職員制度の活用 
〇エキスパート職員養成制度の検証
見直し 

〇チームで実施した取組を評価する
制度について検討し、人事評価制
度のブラッシュアップを図る。 

〇会計年度任用職員の採用及び活用 
〇任期付職員の採用及び活用 
〇働き方改革における人事管理制度
の検討 

〇新たなキャリアデザイン制度の検討 
 

〇会計年度任用職員の採用及び活用 
〇任期付職員の任用方法の整理 
〇新たなキャリアデザイン制度（キャリ
アアップ制度）の試行と検証 

〇公務員定年延長制導入を見据えた
人事管理制度の研究 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 
〇 会計年度任用職員について条例
を制定した。 

〇 組織の状況を勘案する中で、任期
付職員の計画的な採用活動を行っ
た。 

〇 現行のエキスパート職員へインタ
ビューを行うとともに、他都市の状
況を調査する中で、今後の方向性
を検討した。 

〇 個人の実績だけではなく、チーム
でチャレンジした取組の実績を評価
する人事評価制度の創設について
検討した。 

 
〇 会計年度任用職員制度の初年度
を円滑にスタートさせるとともに、新
型コロナウイルス感染症に伴う臨時
的業務など、必要に応じた会計年度
任用職員の採用を行った。 

〇 組織の状況を勘案する中で、任期
付職員の計画的な採用を行い適切
な配置を行った。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響
により、感染症まん延防止休暇の活
用を図るとともに、セレクトタイムの
取得促進を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 

〇 会計年度任用職員についての規
則や要綱を制定した。 

〇 任期付職員（フルタイム・短時間・
育児休業代替）の採用試験を行っ
た。 

〇 他都市の状況を調査する中で、エ
キスパート職員養成制度の検証を
行った。 

〇 チームでチャレンジした取組の実
績を評価する人事評価制度の創設
について検討を行った。 

 
〇 令和３年度の会計年度任用職員
の任用に向けて、円滑な選考等を
行った。 

〇 任期付職員及び会計年度任用職
員について、組織の状況を勘案する
中で、必要に応じ採用を行った。 

〇 新たなキャリア形成のための取り
組みとして「キャリアアップ制度」を
試行的に導入することとした。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ─ 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

- 任期付職員制度をより有効に活用
するため、複雑な任用形態を整理する
とともに、会計年度任用職員との職責
の違いを認識できるよう職員への浸透
を図る。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 １－３ 協働の推進 通番 ５  

概   要 
人口減少、超高齢化社会を迎える中、市民団体や関係団体等との更なる連携が求められるため、「協働」（共助）に
関する計画の更なる推進を図り、協働意識の醸成に努める。 

目   標 新たな協働推進事業の構築数 目標区分 定量 
R１ ２件 
R２ 前年比増 
R３ 前年比増 

主導的 
推進部局 

市民部協働推進課・協働支援課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 甲府市協働のまちづくり推進行動計画・甲府市の協働によるまちづくりに関する基本方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

甲府市協働のまちづくり推進行動計画の推進 検討・実施 実施 実施 

現行計画の評価・検証 実施 実施 実施 

    

    

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

２件 前年度比増 前年度比増 

実績 ２件 ３件 ４件 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

地域の様々な課題解決に向けた
支援や活動をボランティア・市民活
動団体を通して提供して行くととも
に、活動の活性化を図るため、①ボ
ランティア人材登録事業、②市民団
体活動表彰制度を構築する。 
今年度中に、制度設計を行い、実施
要領等を策定する。 

市民の協働に対する意識の醸成を図
るため、①協働シンポジウム、②協働の
まちづくり出前講座を実施するとともに、
地域課題解決のため、③地域リーダー
の発掘・育成に係る事業を実施する。 

協働によるまちづくりに向けた取組
の促進に繋げるため、①市民活動団
体の活動情報を効果的に発信していく
とともに、②協働のまち創りに関する
職員研修を実施し、また③市民活動に
対する各種相談の窓口の設置や④地
域課題の解決に向けた地域の協議体
を活用した取組等を実施する。 

上
半
期
取
組
状
況 

① 甲府市ボランティアセンタ－が所
管しているボランティア登録制度
と、新たに構築するボランティア人
材登録事業を連携して実施するた
め、甲府市ボランティアセンタ－と
協議を行い、ボランティア人材登
録実施要領(案)を作成した。 

② 甲府市表彰条例に基づく表彰制
度とするため、秘書課と協議を行
い、また、国・県などのボランティ
ア表彰制度を調査・検討し、市民
団体活動表彰実施要領（案)を作
成した。 

① 協働シンポジウムについては、来年
１月開催し、地域課題の解決に向け
た講演を行う予定。 

② 学生を対象とした出前講座は新型コ
ロナウイルス感染症に伴い中止となっ
た。 

③ 協働によるまちづくりを支援する拠
点施設として「甲府市協働支援センタ
ー」を 8 月 11 日に開所した。地域リー
ダー等の育成研修の実施（10 月以
降）にあたり、9 月には各連合会地区
単位で参加者の推薦を依頼した。 
また、各課にて把握しているボラン

ティア情報を集約し、ボランティア登
録を促すための調査を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

① ボランティア情報の収集・発信、
広報活動の強化、及び甲府市ボ
ランティアセンター所管の制度に
基づくボランティア登録数の増加
を図ることを目的に「甲府市ボラン
ティア人材登録事業実施要領」を
策定した。 

② 「甲府市ボランティア団体等表彰
要綱」及び「甲府市ボランティア団
体等表彰の手引」を策定した。表
彰の対象となる団体は甲府市ボラ
ンティアセンタ－に登録している団
体とし、甲府市表彰条例施行規則
を適用し表彰する。 

① コロナ禍の状況を鑑み、シンポジウ
ム（講演会）という形でなく、有識者に
よる講演の様子を動画にて公開した。 

② 出前講座は中止となったが、学生の
協働への意識向上を図るため、出前
講座の内容に沿った資料を作成し、
大学と連携する中で、学生に配布して
もらえるよう大学に提供した。 

③ 地域人材を育成するための研修とし
て、チラシ作成に関する研修を 2 回、
パソコンの活用に関する研修を 3回開
催し、合わせて 48 人の参加があっ
た。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

①策定した実施要領に基づき、ボラ
ンティア登録数の増加を図る。 
②表彰要綱及び手引きに基づき、表
彰基準を満たす団体を選考する。 

①② 感染症対策の観点から、対面で
の実施に代わるＷｅｂ会議システム等の
活用による実施を含め、新たな手法によ
る実施について検討していく。 
③ 研修内容を拡大するほか、新たに地
域リーダーの育成に関する研修を検討・
実施していく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

 

取組項目 １－４ 市民サービスへの意見の反映 通番 ６  

概   要 
計画策定時等に活用されるワークショップ、市民討議会、パブリックコメントなどの意見聴取の手法について、活用
手順等を作成し、効果的かつ効率的な運用を図る。 

目   標 
指針等を策定し、透明性の確保及び効果的な意見聴
取に努め、効果的かつ効率的な運用を図る。 

目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・企画財務部総務課 取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

意見聴取手法の指針等の策定および活用 検討 実施 実施 

    

    

    

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

意見聴取手法の調査・研究を行う。 
意見聴取手法の指針等を策定し、職員
への周知を行う。 

コロナ禍に対応した意見聴取手法を調
査研究する。 

実績 意見聴取手法の調査・実施 意見聴取手法の指針の作成  

達成度 T4 T3  

取
組
の
年
度
計
画 

 
○本市における意見聴取手法の実
施手順の確認を行うとともに、他
都市での意見聴取手法の策定状
況等の調査研究を行う。 

 

 
〇指針等の策定を行う。 
〇職員への意見聴取手法の周知を行う
とともに全職員が聴取した意見を共有
する方法を検討する。  

上
半
期
取
組
状
況 

 
〇 本市における意見聴取手法の
実施手順の確認を行った。 

 
〇 意見聴取手法の指針等の策定に向
け、他都市の状況を調査研究するとと
もに本市の策定内容を検討した。 

 
 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
○ 他都市における意見聴取手法
の策定状況や活用状況を調査し
た。 

〇 意見聴取手法の一つであるワー
クショップについては、令和元年
度１２月に「こうふ未来ワークショッ
プ」を都市計画課にて開催し市民
サービスへの意見の集約を行っ
た。 

 
〇意見聴取手法の指針の内容を検討し
たが、コロナ禍により広聴活動が大き
く制限され、ニューノーマルに対応す
る必要があることから、再検討を行
う。 

 

達 成 度 

の総評価 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
〇 他都市の効果的な意見聴取手
法を参考にする中で本市における
意見聴取手法の指針等を策定す
る。 

 
〇 コロナ禍に対応できる意見聴取手法
を調査研究する。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

 

 

取組項目 ２－１ 業務の抜本的な見直し 通番 ７  

概   要 
ＢＰＲ等の手法を活用し、業務のたな卸しを行い、無駄を省くとともに、委託化や業務に最適な任用方法等を検討
し、行政サービスの向上や業務の効率化に努める。 

目   標 

目標区分：定量 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

総労働
時間の
削減 

① 
超過勤務時間が年間 360時間を越える職員の削減 
（年間 360時間超職員／全職員） 

12.5%以内 9.9%以内 7.2%以内 

② 超過勤務抑制 20%減 35%減 50%減 

③ 平均年次休暇取得日数の増加 平成 33 年度までに平均 10日を目指す 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・デジタル推進課・職員課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

業務改革の取組に関する指針の策定 策定・実施 実施 実施 

外部の人材やノウハウの効果的な活用 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

管理職のマネジメント強化 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

    

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

目 
 
標 

① 12.5％以内 13.3％ T4 9.9％以内 12.6％ Ｔ3 7.2％以内   

② 20％減 10.2％減 T2 35％減 15.5％ Ｔ1 50％減   

③ 平均 10日 8.0日 T3 平均 10日 8.6日 Ｔ3 平均 10日   

取
組
の
年
度
計
画 

〇管理・監督職のマネジメント強化
や、業務の効率化及び行政サー
ビスの向上を目的とした指針を策
定する。 

〇 「甲府市業務改善ガイドライン」の策
定及び周知・活用方法について検討
を行っていく。 

〇「甲府市業務改善ガイドライン」を
周知し、活用促進を図る。 

〇新たに「職場改善に向けた推進
体制」を構築し、長時間労働の抑
制に努める。 

上
半
期
取
組
状
況 

〇指針の方向性や内容について、
超過勤務が多い部署の管理職や
職員と対話を行う中で、関係部署
の係長によるワーキンググループ
で協議・検討を行い、業務改善に
関する指針の骨子案を作成した。 

〇行政管理室に「働き方改革推進チー
ム」及び、職員組合と協議する「職場
環境改善ワーキンググループ」を設置
し、職員満足度調査を実施する中で、
その結果をガイドラインに反映させる
ための分析を行った。 

 

進捗状況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇上半期に作成した骨子案を基とし
た「甲府市業務改善ガイドライン
（案）」を経営企画会議に諮り、今
後の周知・活用方法について協議
を行った。 

〇上半期に実施した職員満足度調査の
結果を反映した「甲府市業務改善ガイ
ドライン」を策定した。 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 42,407 千円 77,554 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

〇 「甲府市業務改善ガイドライン」
を策定し、有効に活用できるよう
効果的な周知を図る。 

〇策定した業務改善ガイドラインを部長
会議等で周知し、効果的な活用促進
を図る。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

 

取組項目 ２－２ 事務の効率化（①業務マニュアル活用） 通番 ８  

取組内容 
全庁的な共通マニュアルや各課の業務マニュアルの整備、活用により、事務引継等の負担減を行うとともに、窓口
等の市民対応の向上を目指す。 

概   要 市民サービスの向上及び行政運営の効率化 目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 業務マニュアル作成・運用の方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

業務マニュアルの活用強化（共通事務マニュアルの作
成等） 

検討 実施 実施 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

業務マニュアルの整備促進及び共通
事務マニュアルの作成等の検討及び
一部作成 

業務マニュアルの整備促進及び共通
事務マニュアルの作成・検証・見直し 

業務マニュアルの整備促進及び共通
事務マニュアルの検証・見直し 

実績 
業務マニュアルの整備促進及び共通
事務マニュアルの作成について検討
を行った。 

業務マニュアルの整備促進及び共通
事務マニュアルの作成について検討を
行った。 

 

達成度 T３ Ｔ３  

取
組
の
年
度
計
画 

〇市民サービスの向上や職員の業務
効率化を図るため、必要なマニュア
ルの作成・見直しを行うなど、既存
業務マニュアルの整備の促進に努
めるとともに、人事管理や財務処理
等、どの部局でも取り扱われている
事務に関する共通事務マニュアル
について、作成に向けた検討を行
い、順次、作成する。 

〇市民サービスの向上や職員の業務
効率化を図るため、必要なマニュア
ルの作成・見直しを行うなど、既存
業務マニュアルの整備の促進に努
めるとともに、人事管理や財務処理
等、どの部局でも取り扱われている
事務に関する共通事務マニュアル
を作成する。 

 

上
半
期
取
組
状
況 

〇共通事務マニュアルの作成に向け、
整備済みのマニュアルと未整備の
マニュアルの整理を行う中で、職員
の業務効率化に必要な掲載項目等
について検討を行った。 

〇 共通事務マニュアルについて、「事
務手順書（共通事務編）」の各手順
について、その必要性や根拠条例
等について調査し、整理作業を開始
した。 

 

進捗状況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇新規業務マニュアルの作成をはじ
め、既存業務マニュアルの更新や
不要となったマニュアルの削除につ
いて各部局に依頼するとともに、対
応状況の確認を行った。 

〇共通事務マニュアルについては、
「事務手順書（共通事務編）」を基に
作成することとし、各手順書の更新
状況や新規に作成する必要性等に
ついて検討を行った。 

〇新規業務マニュアルの作成をはじ
め、既存業務マニュアルの更新や
不要となったマニュアルの削除につ
いて各部局に依頼するとともに、対
応状況の確認を行った。 

〇共通事務マニュアルについて、必要
性の精査を行うとともに、一部のマ
ニュアルについて、新たに導入した
「庶務事務システム」に掲示した。 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 

T3 推進 
本部 

T3 担当 
部局 

Ｔ3 推進 
本部 

T3 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

〇既存マニュアルについては、引き続
き各部局に整備を促すとともに、共
通事務マニュアルの作成に努める。 

〇既存マニュアルについては、引き続
き各部局に整備を促すとともに、共通
事務マニュアルの作成及び検証に努
める。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ２－２ 事務の効率化（②ペーパーレスの推進） 通番 ９  

概   要 
各種会議資料や起案文書等の回付におけるペーパーレスを全庁的に推進する。また、複写機の使用枚数の削減
を全庁的に推進するとともに、適正な機器の配置に努める。 

目   標 
組織横断的に関係各課と連携を図り協議する中で、
解決策の企画提案等を行うとともに紙や複写機使用
枚数の削減に努める。 

目標区分 
定量 
(紙の使

用枚数） 

平成 29年度を基準とし 
Ｒ１ 20%減 
Ｒ２ 25%減 
Ｒ３ 30%減 

目標区分 

定量 
(複写機
使 用 枚

数) 

平成 29年度を基準とし 
Ｒ１ 10%減 
Ｒ２ 15%減 
Ｒ３ 25%減 

主導的 
推進部局 

総務部総務課・業務管理課・情報政策課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

会議等でのペーパーレスや複写機の使用枚数の削減
推進 

実施 実施 実施 

庶務係長会議等の活用による推進 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

電子回付の推進 実施 実施 実施 

    
 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

紙 20％減 7.1％減 T1 25％減 0.6%減 T1 30％減   

複写機 10％減 11.0％減 T4 15％減 23.5%減 Ｔ5 25％減   

取
組
の
年
度
計

画 

ペーパーレス会議システムやタブ
レットを導入し、職員のみで構成され
る各種委員会等の会議資料の電子
化に繋げていくほか、起案文書の電
子化の推進を図る。 

導入したタブレット端末やペーパーレ
ス会議システムによる会議のペーパー
レス化を推進するとともに、内部研修・オ
ンライン研修、端末の試験的な長期貸
与など、利活用について様々な方法を
検討・検証していくほか、起案文書の電
子化の推進を図る。 

タブレット端末等の活用により会議
のペーパーレス化を推進するととも
に、引き続き、利活用について検討・
検証していくほか、公印申請時の指導
や、周知方法の検討・実施により職員
の意識啓発を行う。 

上
半
期
取
組
状
況 

ペーパーレスの更なる推進を図る
ため、その考え方をまとめた指針
（案）の年度内策定を目指し、中核市
への調査を行い、協議・検討を行っ
ている。 
また、ペーパーレス会議システム

の導入に向け、その課題と解決策に
ついて、関係部署と協議・検討を行う
とともに、令和２年度に電子会議に
移行する会議の抽出に向け、関係
部署と協議を行っていく。 
さらに、文書管理及び財務会計シ

ステムにおける電子化を推進するた
め、初級職員研修において、その目
的等について説明を行うとともに、公
印申請時に、随時指導を行った。 

タブレット端末及びペーパーレス会議
システムの利用促進に向け、会議等の
主催者に周知等を行い、新たに９つの会
議等で使用されたほか、通常業務にお
いても活用を図った。 
文書管理及び財務会計システムにお

ける電子化の目的等を説明する場であ
る初級職員研修は１２月に延期となっ
た。 
公印申請時に、随時指導を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

令和元年１０月からの郵便料値上
げに伴い、郵便料金の削減及びペ
ーパーレス推進のため同封物の見
直しについて随時指導を行った。ま
た、新システムの操作研修時に電子
回議の周知を行った。 
中核市に対してペーパーレスの取

組状況を調査し、年度末には会議の
ペーパーレス化を目的としてタブレッ
ト端末及びペーパーレス会議システ
ムを導入し、会議での使用を開始し
た。 

タブレット端末及びペーパーレス会議
システムの利用促進に向け、会議等の
主催者に周知等を行い、新たに８つの会
議等で使用されたほか、通常業務にお
いても活用を図った。 
１２月に実施した初級職員研修や

日々の公印申請時に、ペーパーレスを
推進し、文書管理システムにおける電子
回議の徹底を図った。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局  

推進 
本部  

効 果 額 7,230 千円 6,822 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

中核市への調査により、ペーパー
レス化に取り組んでいるしていると
回答した市へ聞き取りを行うなど、推
進策・活用策について検討していく。 

更なる意識啓発のため、職員に向け
た周知方法を検討するほか、令和 2 年
度の紙購入実績について詳細な調査を
行い、令和 3 年度の取組への反映の可
否について検証を行う。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ２－２ 事務の効率化（③改善好事例等の情報発信） 通番 １０  

概   要 
市民サービスの更なる向上を目的に、庁内の課題への対応を積極的に行い、国の提案制度を活用する。市民サー
ビスや業務改善意識向上のため、他市や民間などの好事例を定期的に取りまとめ、グループウェアを活用した情
報発信を行う。 

目   標 
① 国への提案件数 目標区分 定量 

（提案件数） 
各年度１回以上 

② 
定期的に情報発信を行うとともに、職員にアンケ
ートを実施し、改革・改善意識の把握に努める。 

目標区分 定量 
（情報発信回数） 

各年度４回以上 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

国の提案制度の積極的活用 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

改革改善ニュースの作成・発信 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

目 
 
標 

① 1回以上 0回 T1 1回以上 ０回 T1 1回以上   

② 4回以上 4回 T4 4回以上 4回 T4 4回以上   

取
組
の
年
度
計
画 

〇国への提案制度を活用し、市民サ
ービスの向上を図るため、職員に
制度の周知を行うとともに、対象と
なりうる事例を発掘する。 

〇職員の業務改善意識を向上させ、
業務の効率化を推進するため、業
務改善事例等を収集し、職員へ向
けて情報発信する。 

〇県内市町村で構成するスマート自
治体研究会へ参加し、他都市の
改善事例について情報収集し担
当課へ情報提供する。 

〇国への提案制度を活用し、市民サー
ビスの向上を図るため、職員に制度
の周知を行うとともに、対象となりうる
事例を発掘し、提案へとつなげる。 

〇職員の業務改善意識を向上させ、業
務の効率化を推進するため、業務改
善事例等を収集し、職員へ向けて情
報発信する。 

〇県内市町村で構成するスマート自治
体研究会へ参加し、他都市の改善事
例について情報収集し担当課へ情報
提供する。 

 
〇国への提案制度を活用し、市民サ
ービスの向上を図るため、職員に制
度の周知を行うとともに、対象となり
うる事例を発掘し、提案へとつなげ
る。 

〇職員の業務改善意識を向上させ、
業務の効率化を推進するため、業
務改善事例等を収集し、職員へ向
けて情報発信する。 

上
半
期
取
組
状
況 

 
○AI・RPA を活用した業務改善に先
進的に取り組んでいる他都市へ
の視察や、スマート自治体研究会
へ参加する中で、改善事例の情
報を収集した。 
収集した情報を各担当課と共有
し、導入について研究した。 

 
○ スマート自治体研究会へ３回参加
し、AI・RPA 等を使用した改善事例の
情報を収集し、本市での導入に向け
た研究を行った。（AI 議事録、Web 会
議システム） 

〇 昨年度の職員提案制度における業
務改善事例等を「改革改善ニュース」
において１回情報発信を行った。 

 

進捗状況 
担当 
部局 遅延 

推進 
本部 遅延 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇 国の提案制度について、庁内へ
周知し、提案ができる事案の検討
を図ったが、提案には至らなかっ
た。 

〇 これまでの職員提案の事例や他
都市の改善好事例等を「改革改
善ニュース」において４回情報発
信を行った。 

 
〇 国の提案制度について、庁内へ周
知し、提案ができる事案の検討を図った
が、対象となる事例に該当は無かった。 
 
〇 これまでの職員提案の事例や他都
市の改善好事例等を「改革改善ニュー
ス」において３回情報発信を行った。 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
〇 国の提案制度について、庁内周
知は基より、提案事例の発掘につ
いて担当課と協議をしていく。 

〇 他都市の改善好事例の情報を
収集し、担当課と共有する中で具
体化できるよう努める。 

 

 
〇 国の提案制度について、令和３年３
月に新年度に向けての募集があり、中
核市会として提案することを検討する、 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ２－３ ＩＣＴの積極的な活用 通番 １１  

概   要 
ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（業務自動化）、ビックデータを有効に活用するなど、ICTを活用した業務改革を推進し、市民
サービスの向上に努める。 

目   標 ＩＣＴを活用した、市民サービス向上のためのシステムの構築を行い、職員の負担軽減を図る。 

目標区分 

定   量（ＩＣＴを導入した部署の総労働時間の削減） Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

① 
超過勤務時間が年間 360時間を越える職員の削減 
（年間 360 時間超職員／全職員） 

12.5%以内 9.9%以内 7.2%以内 

② 超過勤務抑制 20%減 35%減 50%減 

③ 平均年次休暇取得日数の増加 令和 3 年度までに平均 10日を目指す 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・デジタル推進課・職員課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 甲府市地域情報化計画 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

ＩＣＴを活用した業務改革の推進 検討・実施 実施 実施 

システム導入のための手順書作成 検討・実施 検討・実施 推進 

各種データの利活用の推進 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

    

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

目 
 
標 

① 12.5%以内 13.3％減 T4 9.9%以内 12.6％ T3 7.2%以内   

② 20%減 10.2％減 T2 35%減 15.5％ T1 50%減   

③ 平均 10日 8.0日 T3 平均 10日 8.6日 T3 平均 10日   

取
組
の
年
度
計
画 

 
〇情報提供型ＡＩ、保育所ＡＩ、会議録
の導入に向けた調査・検討 

〇プレミアム商品券事業へのＲＰＡ
導入の検討 

〇その他のＡＩ・ＲＰＡの導入検討 

 
〇昨年度に引き続きＡＩ・ＲＰＡ等 ICTを活
用した業務の効率化が最大限効果的
に行われるよう、製品及び先進事例
等を研究するとともに、対象業務の選
定・検証を行う。 

〇上記により導入効果が見込める場合
は早期の導入を図る。 

〇昨年度に引き続きＡＩ・ＲＰＡ等 ICTを 
活用した業務の効率化が最大限効果 
的に行われるよう、製品及び先進事例 
等を研究するとともに、対象業務の選 
定・検証を行う。 
〇上記により導入効果が見込める場
合は早期の導入を図る。 
〇システム導入が円滑に行われるよ
う、システム導入手順書を作成する。 
〇データ活用ツールを利用した、デー
タ利活用の推進を検討する。 

上
半
期
取
組
状
況 

〇 AI や RPA の導入については、職員
が行っている業務に AI 等を導入 する
ことにより、空いた時間を生産的な業

務に充てることができる。これにより市
民サービスの向上につながることか
ら、令和 2年度以降の導入に向けて検

討を行っている。 
〇 プレミアム商品券事業については、

RPA を業務に活用することにより業務

時間の短縮に効果が見込めるため、
稼働するためのプログラム作成を行っ
ている。 

〇 上記以外、その他のＡＩ・ＲＰＡの導入
検討については、導入候補の選定とシ
ステムの比較調査を随時行っている。 

〇 本年度は新型コロナウイルスの影
響による、「新たな日常」に対応するため
の ICT 活用について、調査研究を行っ
た。 
 
〇 その結果、Web会議用の環境構築と
AI 議事録作成システムの導入を決定し
た。年度内には導入完了する見込み。  

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇 AI や RPA の導入については今後の

導入に向けて検討を行っている。 
〇 プレミアム商品券事業については、

RPA のプログラムが完了し再勧奨対

象者リスト作成の業務に導入した。 
〇 上記以外、その他のＡＩ・ＲＰＡの導入
検討については、導入候補の選定とシ

ステムの比較調査を随時行っている。 

〇 Web 会議用の環境について 25 台導
入し各部局への配備が完了した。2 月か
ら運用を開始している。また、AI 議事録
作成システムについては全部局を対象
に 2月導入が完了した。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

AIや RPA等 ICT の導入について
は、業務の見直しも含めて取り組む
必要があり、担当課との協議も含め
て計画的に取り組んでいく。 

 引き続き最新技術の動向等を見極め 
る中で、ICTを積極的に活用した業務改 
革を推進していく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－１ 行政評価の効果的な運用 通番 １２  

概   要 
適正な予算配分が可能となるよう、スクラップ＆ビルドを推進する仕組みを構築することにより、事業効果を最大限
に発揮させる。 

目   標 財源の適正配分 目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

新たな行政評価制度による評価実施 実施 実施 実施 

外部評価制度の実施 実施 実施 実施 

    

    

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

事業のスクラップアンドビルドの

推進及び外部評価制度の見直し 

事業のスクラップアンドビルドの推

進及び外部評価制度の効果的な実施 

事業のスクラップアンドビルドの推

進及び外部評価制度の効果的な実施 

実績 
事業のスクラップアンドビルドを
念頭に行政評価を実施 

事務事業評価票を基に行政評価を実施  

達成度 Ｔ４ Ｔ３  

取
組
の
年
度
計
画 

 
○事務事業の選択と集中によるスク
ラップアンドビルドに重点を置いた行
政評価を実施する。 
 
○外部評価の実効性を高めるため、
制度等の見直しを行う。 

 
〇事務事業の選択と集中によるスクラッ
プアンドビルドの視点に加えて、事務
事業の改善も視野に入れた行政評価
を実施する。 

〇外部評価制度の実施と評価結果を活
かした事業の見直し。 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 
○ 事業担当職員の負担軽減を図
るため、評価票の記載事項の簡
素化を行った。 

○ 外部評価委員会から経営的・法
務的な専門的知見に基づく客観
性の高い評価を得るため、委員会
の構成等を見直した。 

○ 第六次総合計画第４次実施計
画に位置づけられた事業のうち、
３１３事業の事務事業評価を行う
とともに、スクラップアンドビルドの
視点に基づき選定した事業につい
て、外部評価委員会を開催し、事
業所管部署へのヒアリングを実施
した後、対象事業のあり方を委員
間で検討した。 

 
〇 行政評価において、事務事業評価
の効率化を図るため、第５次実施計
画主要事業と総合戦略との整合を図
りながら統合を図るとともに、評価対
象を主要事業のみに見直した。 

 
〇 コロナ禍における社会情勢を踏ま
え、外部評価の実施の是非を検討し
た。 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 遅延 

推進 
本部 遅延 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
〇 外部評価結果などを踏まえ「行
政評価検討委員会」において、最
終評価を確定し、その評価結果を
基に事業の見直しを行い、予算査
定の中で、令和２年度当初予算へ
反映させた。 

 
〇 事務事業評価結果などを踏まえ「行
政評価検討委員会」において、最終評
価を確定し、その評価結果を各部局
へ伝達した。 

〇 コロナ禍における社会情勢を踏ま
え、外部評価の実施は見送った。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 
 

推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T3 推進 
本部 

T3 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 22,286（一般財源） 千円 － 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
第六次甲府市総合計画の中間年

度を迎えることにより、施策評価の
実施を検討するが、担当も含めて事
務負担の軽減を図るという観点か
ら、取組方法について検討する必要
がある。 

 
 引き続き、行政評価、施策評価の効率
的、効果的な取組方法を検討する 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

 

取組項目 ３－２ シティプロモーションの推進 通番 １３  

概   要 
甲府市内外の方を対象に、今まで以上に市の魅力に興味をもってもらい、満足してもらえるよう、効果的・効率的な
情報発信に努め、本市の価値を更に高めるシティブランドを確立する中で、戦略的なプロモーションを実行するとと
もに、郷土愛の醸成を図り、稼ぐまちの一助とする。 

目   標 
甲府市シティプロモーション戦略基本指針に基づき、
地域を持続的に発展させるため、甲府市の価値やイ
メージの向上を図り、「選ばれる都市」を目指す。 

目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

市長直轄組織情報発信課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 甲府市シティプロモーション戦略基本指針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

郷土愛の醸成に向けた取組の実施 実施 推進 推進 

効果的な情報発信手法の実施 実施 推進 推進 

新たなプロモーション発信ツールの創造 検討 試行 実施 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

〇多様な手法による情報発信と
「甲府市の歌」の浸透による郷
土愛の醸成。 

〇新たなプロモーションツールの検討及び
試行と「甲府市の歌」の普及をさらに図
っていく。 

〇甲府市の価値やイメージの向上を
図る 

実績 

〇 様々な媒体による情報発信に取り

組み、県内外に本市の魅力を発信し
た。 

〇 郷土愛の醸成に対する取組として

「甲府市の歌」の推進を図り、アンケ
ートの実施、防災無線の利用、各団
体への協力依頼など市民への認知

を主として行った。 

〇 様々な媒体による情報発信に取り組み、県

内外に本市の魅力を発信した。新たなプロモ
ーションツールとして動画による情報発信や
LINE公式アカウントの申請を行った。 

〇 「甲府市の歌」の合唱用・吹奏楽用の楽譜
を整備した。 

 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

〇ＳＮＳ等を活用した様々な情報
発信に取組む。 

〇「甲府市の歌」の市民認知度を
高める取組を行う。 

〇新たなプロモーションツールを試行的に実施

していく中で、次年度の本格実施に向けての
準備を行う。 

〇「甲府市の歌」の普及を図っていくため、昨年

度は認知をしてもらうことを重点としたが、今
年度は歌ってもらうことを進めていくために、
楽譜の整備や CDの再収録等を行う。 

〇動画による情報発信を実施するため,HP

上に動画コンテンツをまとめたページの
作成を行う。 

〇LINEでの情報発信について、登録者が

欲しい情報の選択ができるようシステム
構築を行う。 

〇「甲府市の歌」の音源収録と普及活動を

行う。 

上
半
期
取
組
状
況 

〇 経済情報全国誌へ市長インタビュ

ーと本市施策の掲載を行った。 
〇 県外イベントでのＳＮＳによる情報
発信や本市のＰＲ動画・各種イベント

等の動画を自主制作して公開し、県
内外に情報発信を行った。 

〇 「甲府市の歌」歌詞入り動画を市

HP へ掲載するとともに、認知度アン
ケートを実施した。アンケートで提案
の多かった「甲府市の歌」の防災無

線での放送について検討した。 

〇 新型コロナウィルスに関する情報発信とし

て、感染拡大を防止するため、記者会見や記
者レクチャーを迅速に開催した。また、本市の
緊急対応策を市民に分かり易く伝えるため、

新聞折り込みチラシを 2 回作成し、効果的な
情報発信に努めた。 

〇 新たなプロモーションツールとして動画によ

る情報発信を実施していくため、庁内で動画
配信を希望する課と協力して動画制作を行
い、HP や YouTube、大型ビジョンで公開する

とともに、職員の動画制作スキルの向上を図 
った。 

〇 楽譜の整備（作編曲）について、作業を進め

た。 

 

進 捗 状 況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇 全国規模のショップチャンネルへの
出演及び県外放送局でのＣＭ放送、

県外イベントでの本市ＰＲや海外での
トップセールスについて SNS で発信
し、国内外に向けて本市の情報発信

を行った。 
〇 １７時の防災無線放送への「甲府
市の歌」設定や、関係団体等に普及

の協力を依頼した。 

〇中部横断自動車道の全線開通を見据え、静
岡県からの観光客を呼び込むため、テレビ

CM放送を行った。 
〇引き続き、コロナ禍で動画による事業実施を
希望する部署と協力して動画の制作・配信を

行い、職員のスキル向上を図った。 
〇新たな情報発信ツールとして「LINE」の検討を
行い、公式アカウントの申請を行った。 

 

達 成 度 
の総評価 

担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

効 果 額 ― 千円 － 千円  千円 

次 期 に 
向 け て の 
改 善 点 等 

効果的な情報発信を行うため、
ターゲットに合わせた情報発信ツ
ールの選択を行う。 

LINE での情報発信について公式アカウン
トの取得と効果的な情報発信を実現する
ためのシステム構築を進める。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－３ 健全な財政運営の堅持（①地方公会計の活用） 通番 １４  

概   要 
統一的な基準による地方公会計の整備により、事業別・施設別のセグメント分析等を実施し財政状況を的確に把
握する。また、分析結果を予算編成や施設の統廃合、受益者負担の適正化等へ活用する中で、効果的かつ効率
的な財政運用を図る。 

目   標 
地方公会計制度の活用により、新しい仕組みを構築
し、健全な財政運営を進めるとともに、市民への説明
責任を果たす。 

目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

事業別・施設別セグメント分析方法の調査・研究 実施   

事業別・施設別セグメント分析の仕組みの検討  検討 検討 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

事業別・施設別セグメント分析の仕
組みの調査・研究 

事業別・施設別セグメント分析の仕組み
の検討 

事業別・施設別セグメント分析の仕組
みの検討 

実績 
事業別・施設別セグメント分析を実
施している先進自治体を視察した。 

新型コロナウイルス関連業務への対応
により仕組みの検討には至らなかった。 

 

達成度 T4 T2  

取
組
の
年
度
計
画 

 
事業別・施設別セグメント分析を

実施している先進自治体の取組状
況の情報を収集し、本市におけるセ
グメント分析の活用方法を検討する
など、仕組みの構築に向けて調査・
研究を進める。 

 
 先進自治体の取組状況の情報を引き
続き収集する中で、本市における現況
や課題等を整理し、事業別・施設別セグ
メント分析の仕組みを検討する。 

 
 先進自治体の取組状況の情報を引
き続き収集する中で、本市における現
況や課題等を整理し、事業別・施設別
セグメント分析の仕組みを検討する。 

上
半
期
取
組
状
況 

 
事業別・施設別セグメント分析を

実施している先進自治体の取組状
況の情報を収集し、視察等について
検討した。 

 
事業別・施設別セグメント分析の仕組

みづくりに係る課題等の整理に向け、引
き続き、視察した先進自治体における活
用方法の把握や、他市の取組状況につ
いて調査を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
 事業別・施設別セグメント分析を実
施している先進自治体を視察したこ
とにより、導入経過などの取組状況
や、予算執行・分析業務などの活用
方法等について説明を受け、本市の
現状と比較する中、問題点等を検討
し、現況の把握を行った。 
 

 
 事業別・施設別セグメント分析の構築
に向けて、その仕組みを検討していく予
定であったが、通常の財政運営に加え、
新型コロナウイルス感染拡大の影響に
よる緊急対応策の検討やそれに係る補
正予算の編成、また、緊急対応策の進
捗管理など、新型コロナウイルス関連の
業務に時間を要したことから、構築に向
けた仕組みの検討には至らなかった。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T2 

推進 
本部 T2 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

   



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－３ 健全な財政運営の堅持（②補助金の見直し） 通番 １５  

概   要 
全庁的に補助金、助成金及び奨励金を精査し、団体の運用状況を把握する中で、公正・公平な補助金制度を確立
する。 

目   標 補助金等の適正化に取り組む 目標区分 定量 第６次見直し計画値 

主導的 
推進部局 

企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等 補助金の見直し方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

全庁的な補助金等の見直し 検討 実施 実施 

    

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

第６次補助金見直し方針の策定及
び各補助金の方向性の設定 

令和２年度奨励的補助金の 
要請額を下回る額 

令和３年度奨励的補助金の 
要請額を下回る額 

実績 
主として奨励的補助金を対象に３年
間の目標値や方向性を設定し、令和
２年度当初予算編成に反映させた。 

令和元年度で決定した補助金の見直し
要請額に基づき予算計上した。 

 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

令和元年度は４年に１度の補助金
の見直し年度になっているため、令
和２年度から令和４年度の３年間を
見直し期間とする「第６次奨励的補
助金の見直し」を実施する。 
見直しにおいては、第５次補助金

見直しの結果を検証するとともに、
第６次補助金見直し方針を策定し、
主として奨励的補助金を対象に３年
間の目標値や方向性を設定してい
く。 

 
令和３年度当初予算編成において、

令和元年度で決定した補助金の見直し
要請額を下回る額で予算を計上する。 

 
令和４年度当初予算編成において、

令和元年度で決定した補助金の見直
し要請額を下回る額で予算を計上す
る。 

上
半
期
取
組
状
況 

第５次補助金見直しの結果を検証
し、第６次補助金見直し方針を策定
した。 
各部局が作成した｢補助金部別執

行実績表｣及び｢補助金部別調査表｣
を基に、財政課担当係長が各部と協
議し、補助金の方向性の検討を行っ
た。 

 
 令和３年度当初予算編成における概
算要求分については、令和元年度で決
定した補助金の見直し要請額を、原則
上回ることのないよう予算編成要領に明
記するとともに、各部局からの要求内容
の確認を行った。 
 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

 
第６次補助金見直し方針に基づ

き、補助金の根拠法令や交付による
効果、交付先団体の決算状況等を
総合的に検証する中で、令和２年度
から令和４年度の３年間における各
補助金の見直し要請額を決定し、令
和２年度当初予算編成に反映させ
た。 

 
 令和３年度当初予算編成において、各
部局からの要求内容を十分に精査する
中で、令和元年度で決定した補助金の
見直し要請額に基づき予算計上した。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

   



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－３ 健全な財政運営の堅持（③関与法人の適正化） 通番 １６  

概   要 関与法人を査定（調査）する中で、運営状況等を把握し適正化に努める。 

目   標 
甲府市関与法人の自立経営促進方針に基づき、適
正な運用を図る。 

目標区分 定性 
R1:（会議開催回数）２回/年 
R2・R3:経営状況の診断及び補

助金等の適正化 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等 甲府市関与法人の自立経営促進方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

現方針の推進 検討・実施 実施 実施 

財政状況の把握及び補助金・委託料等の見直し 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

2回 
経営状況の診断及び補助金等 

の適正化 
経営状況の診断及び補助金等 

の適正化 

実績 2回 適正な経営状況の確認  

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

 
○「関与法人に関する調査」による
経営状況等の調査 

○関与法人の自立経営促進方針の
推進 

 
○「関与法人に関する調査」による経営
状況等の調査 

○関与法人の自立経営促進方針の推 
進  

上
半
期
取
組
状
況 

 
本市が出資している団体の経営

状況について、関与法人を含む「第
三セクター等の状況に関する調査」
により、決算書等の確認を行った。 

  
本市が出資している団体の経営状況

について、関与法人を含む「第三セクタ
ー等の状況に関する調査」により、決算
書等の確認を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
関与法人の自立経営促進方針に

基づき、運営状況を把握するため、
関与法人に関する調査を実施し、結
果を公表した。 
また、本市が出資している団体の

経営状況について、主導的推進部
局と担当部局とのヒアリング等を行
い補助金の見直しなど適正化を図っ
た。 

 
関与法人の自立経営促進方針に基づ

き、運営状況を把握するため、関与法人
に関する調査を実施し、結果を公表し
た。 
また、本市が出資している団体の経

営状況について、主導的推進部局と担
当部局との調査等を行い補助金の見直
しなど適正化を図った。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
適当な目標区分となるよう、次期

に向けて目標値の見直しを行う。 

  



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（①使用料・手数料の見直し） 通番 １７  

概   要 受益者負担の原則を各部に徹底するとともに、使用料・手数料の見直し方針に基づき、適正な対応を図る。 

目   標 受益者負担の適正化を図る。 目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等 使用料・手数料見直し方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

使用料・手数料の見直し 検討・実施 実施 実施 

    

    

    

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

受益者負担の適正化  受益者負担の適正化 受益者負担の適正化  

実績 使用料手数料等の改正 使用料手数料等の改正  

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

 
〇消費税率引き上げに伴う、適正な
転嫁の実施 

   ・転嫁のための指針等の作成 
   ・全使用料等を対象にヒアリング 
   ・使用料等の条例改正、周知 
〇３年毎の見直しによる、受益者負
担の適正化 

   ・見直しのための指針等の作成 
   ・全使用料等を対象にヒアリング 
   ・使用料等の条例改正、周知 

 
〇使用料手数料の適正運用 
 
〇次期見直しに向けて、他都市の状
況等を調査研究する。 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 令和元年１０月１日の消費税率引
き上げに伴う使用料手数料の対応
方針を各部局に示し、ヒアリングを実
施する中で、９月議会において３４条
例の改正を行った。また、利用者等
に対して甲府市ホームページや広報
こうふ等での周知を図った。 
 なお、３年毎の見直しを実施するた
め、使用料手数料の見直しに関する
基本的な考え方をまとめた。 

 
３年毎の見直し及び中核市移行等に

伴う手数料改定の内容を精査する中で
適正運用を図った。 
新たな使用料や既存の法改正に伴う

使用料手数料変更について令和２年９
月甲府市議会定例会において１条例の
制定及び２条例の改正を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

 
３年に一度の見直しについて、「使

用料・手数料の見直しに関する基本
的な考え方」に基づき、使用料等に
関わる経費や他都市の状況などを
勘案し、見直しを行い、令和元年１２
月甲府市議会定例会において１１条
例の改正を行った。 

 
新たな使用料や既存の法改正に伴う

使用料手数料変更について令和３年３
月甲府市議会定例会において３条例の
改正を行った。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
３年毎の見直しは令和元年度で

完了したため、令和２年度以降は適
宜、法改正に対応する見直しを行う
等適正な運用を図る。 

  



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（②広告事業等の推進） 通番 １８  

概   要 新たな広告媒体（建物などの資産を含む）の確保やクラウドファンディングなどを推進する。 

目   標 
広告などによる歳入の確保を目指し、新たな広告媒
体の発掘・導入を図る。 

目標区分 定量 

新規導入の広告媒体等件数 
Ｒ１  ２件 
Ｒ２  ２件 
Ｒ３  ２件 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・企画財務部企画財政課 
取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

広告事業の推進 実施 実施 実施 

ネーミングライツの推進 検討・実施 検討・実施 実施 

クラウドファンディングの活用促進 検討 検討・実施 実施 

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

２件 ２件 ２件 

実績 ０件 ２件  

達成度 T1 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

 
○既存の広告媒体での収入を確保
するとともに、新たな広告媒体を
発掘する。 

○ネーミングライツ募集対象施設の
選定を進め、導入を目指す。 

○クラウドファンディングを取り入れ 
ている事例の調査研究を行う。 

 
○既存の広告媒体での収入を確保する
とともに、新たな広告媒体を発掘す
る。 

○社会情勢等を鑑みる中でネーミング 
ライツ募集対象施設の選定及び導入 
を検討・実施する。 

〇クラウドファンディングの庁内における
周知と活用の調査研究を行う。 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 
〇 既存媒体での増収について、関
係課と検討を行うとともに、新規媒
体の今年度後半での導入に向け
て施設所管課において検討を行っ
ている。 

〇 ネーミングライツについては、実
施内容等の再検討を行い、下半
期での実施を目指すこととした。 

 
 

 
〇 新規媒体での増収として本庁舎屋
内パネル広告事業について、令和２
年度下半期の実施に向けて施設所管
課において仕様等の検討を行った。 

   また、母子手帳発行時に配布する
マタニティグッズを広告付物品として
受入れるための検討を行った。 

〇 所管課において、ふるさと納税を活
用したクラウンドファンディングについ
て令和２年度下半期の実施に向けて
事業概要等を決定した。 

 

 

進捗状況 
担当 
部局 遅延 

推進 
本部 遅延 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
○ 新規媒体での増収について、関
係課と検討を行ったが導入には至
らなかった。 

○ ネーミングライツについては、実
施時期等の検討を行う中で、令和
元年度の実施を見送った。引き続
き、社会情勢も踏まえた上で導入
に向けて検討していく。 

〇 クラウドファンディングについて
他都市事例を調査した。 

 
〇 母子手帳発行時に配布するマタニテ
ィグッズを広告付物品として受入れ、
作成費用を削減した。 

〇 ふるさと納税を活用したクラウドファ
ンディングについて令和２年度下半期
の実施に実施し、目標額を達成した。 

○ ネーミングライツについては、引き続
き、社会情勢も踏まえた上で導入に向
けて検討していく。 
 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T1 

推進 
本部 T1 

担当 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 3,391 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
引き続き新たな広告媒体の発掘と

ネーミングライツの検討を行ってい
く。 

 
 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９－１  

概   要 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

目   標 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 ◇市税：市税徴収対策アクションプラン 2019目標値 

主導的 
推進部局 

企画財務部滞納整理課・企画財政課・行政経営部行
政経営課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績（見込） 達成度 年度目標 実績 達成度 

現年 98.16％ 98.76％ Ｔ4 98.37％ 98.50％ Ｔ4 98.44％   

過年 27.94％ 29.00％ Ｔ4 25.56％ 31.98％ Ｔ5 25.65％   

取
組
の
年
度
計
画 

１ 税収確保対策会議の取組み 
○現年度課税分の滞納者に対す 
る一斉催告の実施 

２ 市税徴収対策アクションプランに 
即した取組み 
○綿密な財産調査に基づく滞納 
処分の実施 

○徴収不能事案の執行停止 
○人材育成の推進 

１ 税収確保対策会議の取組み 
○現年度課税分の滞納者に対す 
る一斉催告の実施 

２ 市税徴収対策アクションプランに 
即した取組み 
○綿密な財産調査に基づく滞納 
処分の実施 

○徴収不能事案の執行停止 
○人材育成の推進 

１ 税収確保対策会議の取組み 
○現年度課税分の滞納者に対す 
る一斉催告の実施 

２ 市税徴収対策アクションプランに 
即した取組み 
○綿密な財産調査に基づく滞納 
処分の実施 

○徴収不能事案の執行停止 
○人材育成の推進 

上
半
期
取
組
状
況 

１ 税収確保対策会議を開催し、9月 
に軽自動車税 309 件の一斉電話  
催告を実施し、91 件の納付約束
を得た。 

２ 実態調査・財産調査を綿密に行 
い、差押を実施した（債権差押 581 
件、不動産差押 7件、タイヤロック 
11 件、動産差押 13 件、捜索 7
件）。 
また、滞納整理手法のレベル

アップを図るため、山梨県総合県
税事務所に職員 2 名を半年間(4
月～9月)派遣した。 

【収納率】 （9月末現在） 
        H30   R1 
現 年   56.87%  56.41% 
過 年   14.81%  16.03% 

 
１ 税収確保対策会議を開催し、10 月に
軽自動車税一斉電話催告、11 月から
公示送達対象者の現地調査を行うた
めの年間計画を策定した。 

２ 実態調査・財産調査を綿密に行い、
差押を実施した（債権差押 563 件、不
動産差押 20 件、タイヤロック 1 件、動
産差押 1件、捜索 1件）。 
なお、コロナの影響による相談件数

の大幅な増加に対応するため、滞納整
理手法のレベルアップを図るための山
梨県総合県税事務所への職員派遣は
実施を見送った。 
【収納率】 （9月末現在） 

     R1    R2 
現 年   56.41%  56.40% 
過 年   16.03%  19.62% 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

１ 税収確保対策会議を開催し、10
月に固定資産・市県民税 2,387 件
の一斉文書催告を実施し、1,404 件
の納付となった。 
２ 実態調査・財産調査を綿密に行 
い、差押を実施した（債権差押 732 
件、不動産差押 6件、タイヤロック 
11件、動産差押 4件）。 
また、滞納整理手法のレベルアッ 
プを図るため、山梨県総合県税事 
務所に職員 2名を半年間(10月～3 
月)派遣した。 
【収納率】 （3月末現在） 

H30   R1 
現 年   98.61%  98.76% 
過 年   25.40%  29.00% 

１ 税収確保対策会議を開催し、10 月に
軽自動車税 243 件の一斉電話催告を
実施し、99 件の納付約束を得た。11
月から所有者不明の固定資産税の公
示送達対象者 88 件の現地調査を行
い、13件の所有実態を把握した。 

２ 実態調査・財産調査を綿密に行 
い、差押を実施した（債権差押 754
件、不動産差押 42 件、タイヤロック 4
件、動産差押 16件、捜索 2件）。 

３ 新型コロナウィルス感染症に伴うＲ2
課税分の年間徴収猶予額は 153,424
千円、対調定率 0.53％となったため、
現年は前年度を下回った。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T5 推進 
本部 

T5 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 － 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

累積滞納者を増加させないため
の新規発生滞納者の捕捉、及び早
期の催告 

徴収不能案件の積極的な執行停止  



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９－２  

取組内容 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

概   要 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 
◇国民健康保険料 ： （令和３年度目標） 

現年 93.00% 過年 20.50% 

主導的 
推進部局 

福祉保健部健康保険課・行政経営部行政経営課・企
画財務部企画財政課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

現年 92.50％ 92.61％ T4 92.75％ 93.52% T4 93.00％   

過年 20.00％ 21.34％ T4 20.25％ 24.38% T5 20.50％   

取
組
の
年
度
計
画 

 
〇社保加入者や未申告者に対する勧
奨、居所不明者の実態調査による
適正・公平な賦課 

〇ペイジー(口座登録端末)を活用した
口座振替登録の推進 

〇滞納者の財産状況等の的確な把
握、催告から差押、換価に至る滞納
処分の強化 

 
〇社保加入者や未申告者に対する勧
奨、居所不明者の実態調査による
適正・公平な賦課 

〇ペイジー(口座登録端末)を活用した
口座振替登録の推進 

〇滞納者の財産状況等の的確な把
握、催告から差押、換価に至る滞納
処分の強化 

 
〇社保加入者や未申告者に対する勧
奨、居所不明者の実態調査による
適正・公平な賦課 

〇ペイジー(口座登録端末)を活用した
口座振替登録の推進 

〇滞納者の財産状況等の的確な把
握、催告から差押、換価に至る滞納
処分の強化 

上
半
期
取
組
状
況 

 
① 年金情報を活用し社会保険加入
者へ国保資格喪失届出の勧奨を行
った。（届出件数 344 件）また、未申
告者へ申告勧奨を行った。（申告人
数 819人） 

② ペイジー端末による口座振替の勧
奨を国民健康保険加入手続き時及
び納付相談時に行った。（登録件数
388件) 

③ 財産調査による滞納者の資力や
実情の把握に努め、度重なる催告
にも納付意思が見られない者に対
し、債権差押を執行した。(差押件数
99件) 

【収納率】 （9月末現在） 
     H30    R1 

現 年   27.30%  27.50% 
過 年   12.46%  14.31% 

 
① 年金情報を活用し社会保険加入
者へ国保資格喪失届出の勧奨を行
った。（届出件数 221 件）また、未申
告者へ申告勧奨を行った。（申告人
数 448人） 

② ペイジー端末による口座振替の勧
奨を国民健康保険加入手続き時及
び納付相談時に行った。（登録件数
475件) 

③ 財産調査による滞納者の資力や
実情の把握に努め、度重なる催告
にも納付意思が見られない者に対
し、債権差押を執行した。(差押件数
64件) 

【収納率】 （9月末現在） 
   R1       R2 

現 年 27.50%   27.77% 
過 年 14.31%   17.52% 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
① 上半期と同様。（届出件数 337 件）

（申告人数 122人） 
② 上半期と同様。（登録件数 388件） 
③ 上半期と同様。（差押件数 113件） 
 
【収納率】  

     H30    R1 
現 年   92.36%  92.61% 
過 年   18.66%  21.34% 

 
①上半期と同様。（届出件数 221件） 

（申告人数 237人） 
②上半期と同様。（登録件数 334件） 
③上半期と同様。（差押件数 95件） 
 
【収納率】  

     R1      R2 
現 年   92.61%   93.52% 
過 年   21.34%   24.38% 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T5 

推進 
本部 T5 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

新型コロナウイルス感染症の影響も
考慮する中で、財産調査や納付相談
を実施し、令和元年度と同程度の収納
率が確保できるよう努める。 

 新型コロナウイルス感染症の影響も
考慮する中で、財産調査や納付相談
を実施し、令和２年度と同程度の収納
率が確保できるよう努める。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９-３  

概   要 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

目   標 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 
◇後期高齢者保険料 ： （令和３年度目標） 

現年 99.49% 過年 65.85%       

主導的 
推進部局 

福祉保健部健康保険課・行政経営部行政経営課・企
画財務部企画財政課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    

    

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

現年  99.49% 99.48% T4 99.49% 99.60％ Ｔ4 99.49%   

過年 56.66% 65.85% T5 65.85% 54.39％ Ｔ3 65.85%   

取
組
の
年
度
計
画 

 
○４月～９月は過年度を中心に、１０
月以降は過年度・現年度を並行し
て徴収する。 

○短期証の発行により滞納者との
接触の機会を持ち、きめ細かな納
付指導を行う。 

○高額所得の滞納者には財産差押
等の徴収強化を図る。 

○４月～９月は過年度を中心に、１０月
以降は過年度・現年度を並行して徴
収する。 

○短期証の発行により滞納者との接触
の機会を持ち、きめ細かな納付指導
を行う。 

○高額所得の滞納者には財産差押等
の徴収強化を図る。 

○75 歳到達者等の普通徴収被保険者
に対し、口座振替の勧奨を行う。 

○４月～９月は過年度を中心に、１０
月以降は過年度・現年度を並行して
徴収する。 

○短期証の発行により滞納者との接
触の機会を持ち、きめ細かな納付指
導を行う。 

○高額所得の滞納者には財産差押等
の徴収強化を図る。 

○75 歳到達者等の普通徴収被保険
者に対し、口座振替の勧奨を行う。 

上
半
期
取
組
状
況 

 
① 新年度の納付書を発送するまで
の間、短期証予定滞納者に連絡
し、納付相談等を行った。（4月中） 

② 短期証の発行により、滞納者と
の接触の機会を持ち、それぞれに
あったきめ細かな納付指導を行っ
た。 

③ 後期高齢者医療保険料、介護
保険料及び国民健康保険料の重
複滞納者については、担当課と調
整を図り徴収を行った。 

④ 高額所得の滞納者には財産差
押を行い徴収強化を図った。 

【収納率】 （9月末現在） 
     H30    R1 

現 年     49.73%  41.37% 
過 年    36.33%  44.96% 

 
① 短期証等について、来庁及び電話
での納付相談時において、周知を図
った。 

② 短期証発行に伴い、徴収員による徴
収や、文書及び電話による催告を実
施し、納付相談を行うとともに分納や
減免への勧奨を図った。 

③ 高額滞納者はもちろん、催告に応じ
ない滞納者等に対し財産差押等を実
施した。 

④ 後期高齢者医療保険料、介護保険
料及び国民健康保険料の重複滞納
者については、担当課と調整を図り徴
収を行った。  

【収納率】  （9月末日現在）                    
         R1     R2 
現 年    41.37%   42.59% 
過 年    44.36%   42.35%    

 

進捗状況 
担当 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 担当 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

 
① １１・２月には催告による呼出し
を行い、来年度短期証にならない
よう指導する中で、納期到来して
いる保険料の徴収に努めた。 

② 短期証の発行に伴い滞納者の
接触の機会持ち、きめ細かい納入
指導に務めた。 

【収納率】（決算） 
      H30     R1 
現年  99.32%   99.48% 
過年  60.13%   65.85% 

 
① １１・２月には催告による呼出しを行
い、来年度短期証にならないよう指導
する中で、納期到来している保険料の
徴収に努めた。 

② 短期証の発行に伴い滞納者の接触
の機会持ち、きめ細かい納入指導に
務めた。 

【収納率】 
      R1     R2 
現年  99.48%    99.60% 
過年  65.85%    54.39% 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T5 

推進 
本部 T5 

担当 
部局 Ｔ4 

推進 
本部 T4 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

引き続き翌年度に短期証にならな
いよう、滞納初期段階で納付指導を
速やかに行っていく。 

国民健康保険及び介護保険の滞納
担当と連携を図り、滞納初期段階での
納付指導を速やかに行っていく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９－４  

概   要 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

目   標 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 
◇介護保険料（普徴） ：（令和３年度目標） 

現年 91.25％ 過年 36.53％ 

主導的 
推進部局 

福祉保健部介護保険課・行政経営部行政経営課・企
画財務部企画財政課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

現年 87.91％ 87.63％ T4 88.53％ 91.00％ T4 91.25％   

過年 32.86％ 31.41％ T4 33.43％ 36.28％ T4 36.53％   

取
組
の
年
度
計
画 

１ ４月から９月は過年度を中心に、１０
月以降は過年度，現年度を並行して徴

収する。 
２ 介護保険料の滞納に対する介護給付 
制限について周知を図る。 

３ 低所得段階の滞納者には、分納や減 
免制度への勧奨を図る。 

４ 高所得段階の滞納者には、財産差押 

を実施し、徴収を強化する。 

１ 4月から 9月は過年度を中心に、10月 
以降は過年度，現年度を並行して徴収す

る。 
２ 介護保険料の滞納に対する介護給付 
制限について周知を図る。 

３ 低所得段階の滞納者には、分納や減 
免制度への勧奨を図る。 

４ 高所得段階の滞納者には、財産差押 

を実施し、徴収を強化する。 

1. 4 月から 8 月は過年度を中心に 9 月以
降は現年度分を優先しながら過年度分
も併せて徴収する等、これまでの取り

組みに加え、滞納者の言いなり分納を
解消し、財産状況に応じた納付指導と
滞納処分を徹底していく。 

2. 効率的な滞納整理を進めるため国保
料・後期高齢者医療保険料との徴収一
元化についてワーキングを立ち上げ、

効果を検討していく。 

上
半
期
取
組
状
況 

 

１  給付制限については、来庁及び電
話での納付相談時において周知を図
った。 

２  低所得段階の滞納者には、徴収員
による戸別訪問、文書や電話による催
告により、それぞれにあったきめ細か

な納付相談を行うとともに、分納や減
免への勧奨を図った。 

３  介護保険料、後期高齢者医療保険

料及び国民健康保険料の重複滞納者
については、担当課と調整を図り徴収
を行った。 

４  高所得段階の滞納者を中心に、財
産差押等を実施した。 

【収納率】 （9月末現在） 

      Ｈ30    R1 
現 年 31.55%  31.65% 
過 年 17.96%  19.20% 

 

１  給付制限については、来庁及び電話で
の納付相談時において周知を図った。 

２  低所得段階の滞納者には、徴収員によ

る戸別訪問、文書や電話による催告、夜間
や休日の訪問及び相談により、それぞれに
あったきめ細かな納付相談を行うとともに、

分納や減免への勧奨を図った。 
３  介護保険料、後期高齢者医療保険料及
び国民健康保険料の重複滞納者について

は、担当課と調整を図り徴収を行った。 
４  高所得段階の滞納者を中心に、財産差
押等を実施した。 

【収納率】 （9月末現在） 
      Ｒ1      R2 
現 年 31.65%    34.81% 

過 年 19.20%    20.97% 

 

進捗状況 
担当 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 担当 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

滞納が嵩むと、償還払い、給付減額と

いった給付制限に該当する。この給付制
限の回避、及び安定的な介護保険制度
の運営のために、滞納者それぞれに応じ

たきめ細やかな対応を行った。 
【収納率】 （決算） 
      Ｈ30    R1 

現 年 87.29%  87.63% 
過 年 32.29%  31.41% 

滞納が嵩むと、償還払い、給付減額といっ

た給付制限に該当する。この給付制限の回
避、及び安定的な介護保険制度の運営のた
めに、夜間や休日の訪問及び相談を行うな

ど、滞納者それぞれに応じたきめ細やかな対
応を行った。 
【収納率】 （決算） 

      R1    R2 
現 年 87.63%  91.00% 
過 年 31.41%  36.28% 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 担当 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

滞納初期段階における滞納整理
（電話，文書催告、夜間，休日の訪
問及び相談等）を今まで以上に速や
かに行っていく。 

滞納者の言いなり分納を解消し、財産状
況に応じた納付指導と滞納処分を徹底
していく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９－５  

概   要 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

目   標 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 ◇住宅使用料 ： 現年 98.0% 過年 10.00% 

主導的 
推進部局 

まちづくり部住宅課・行政経営部行政経営課・企画財
務部財政課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    
    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 
年度
目標 

実績 
達成
度 

年度目標 実績 

現年 98.00% 96.27% Ｔ4 98.00% 96.51％ Ｔ4 98.00%  
過年 10.00% 6.24% Ｔ2 10.00% 5.60％ Ｔ2 10.00%  

取
組
の
年
度
計
画 

○訪問通知書の送付（通年） 
○催告書の送付（通年） 

○連帯保証人への納付指導依頼書の送付
（通年） 

○内容証明による最終催告書の送付 

○連帯保証人への債務履行請求書の送付
（通年） 

○訴訟の提起 

○滞納者の生活状況の把握 

○訪問通知書・催告書の送付（通年） 
○電話による催告・連帯保証人への納付指導

依頼（通年） 
○連帯保証人への納付指導依頼書の送付（通
年） 

○内容証明による最終催告書の送付 
○連帯保証人への債務履行請求書の送付（通
年） 

○訴訟の提起 
○滞納者の生活状況の把握 

 

上
半
期
取
組
状
況 

〇 短期滞納者に対しては、電話催告・訪問
催告（125件）・文書催告（35件）を行った。 

〇 3 ヶ月以上の滞納者に対しては、文書催
告（102 件）と共に連帯保証人に対して納
付指導依頼書（18 件）を送付した。また、

退去滞納者に対しては、51件の文書催告
を行った。 

〇 係争中の明け渡し訴訟については、6月

に勝訴判決を受け退去に向けた折衝を行
った。また R1.6 月に新たに１件の明け渡
し訴訟を提起した。 

○ 回収の見込みが無い債権については、
滞納者の生活状況の詳細な把握に努め
た。 【収納率】 （9月末現在） 

       H30    R1 
現 年   40.89%  40.95% 
過 年    4.98%   3.88% 

〇 短期滞納者に対しては、電話催告・訪問通
知書（65件）の送付を行った。 

〇 3ヶ月以上の滞納者に対しては、電話催告・
訪問通知書（27 件）・催告書（87 件）の送付と
共に連帯保証人に対して納付指導依頼書

（12 件）の送付・電話での納付指導依頼をし
た。また、退去滞納者に対しても、電話での
催告・分納交渉を行った。 

〇 Ｒ2.6月に新たに１件の明け渡し訴訟を提起
し.9 月に勝訴判決を受け退去に向けた折衝
を行っている。 

○ 回収の見込みが無い債権については、滞
納者の生活状況の詳細な把握に努めた。 

 【収納率】 （9月末現在） 

      R1    R2 
現 年   40.95%  41.05% 
過 年    3.88%   3.62% 

 

進 捗 状
況 

推進 
部局 

順調 
推進 
本部 

順調 
推進 
部局 

順調 
推進 
本部 

順調 
推進 
部局 

 
推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

〇 短期滞納者に対しては、電話催告・訪問

催告（80件）・文書催告（35件）を行った。 
〇 3 ヶ月以上の滞納者に対しては、文書催
告（102 件）と共に連帯保証人に対して納

付指導依頼書（13 件）を送付した。また、
退去滞納者に対しては、48件の文書催告
を行った。 

〇 R1.6 月の明け渡し訴訟については、10
月に勝訴判決を受け退去に向けた折衝を
行 ったが進展が見られなかったため、強

制執行（明渡しの催告）を行ったところ、滞
納全額と裁判費用が納付された。 

○ 回収の見込みが無い債権については、

滞納者の生活状況の詳細な把握に努め
た。 
【収納率】  H30    R1 

現 年   97.71%  96.27% 
過 年    7.74%   6.24% 

〇 短期滞納者に対しては、電話催告・訪問催

告（104件）・文書催告（41件）を行った。 
〇 3 ヶ月以上の滞納者に対しては、電話催告
（20 件）・文書催告（73 件）と共に連帯保証人

に対して納付指導依頼書（18 件）を送付し
た。また、退去滞納者に対しても、電話での
催告・分納交渉・文書催告を行った。 

〇 R2.6 月及び 12 月の明け渡し訴訟について
は、9月及び 2月に勝訴判決を受け退去に向
けた折衝を行い明け渡しが完了し、分納が開

始された。 
○ 回収の見込みが無い債権については、滞
納者の生活状況の詳細な把握に努めると共

に、不納欠損処理 8 件、約 500 万円を行っ
た。 
【収納率】  Ｒ1    R2 

現 年   96.27%  96.51% 
過 年    6.24%   5.60% 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局  

推進 
本部  

効 果 額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 

向けての 

改善点等 

新たな滞納者を発生させないよう初期段

階での徴収強化を図りつつ、引き続き滞納
者とは滞納縮減に向け接触を増やしていく。 

新たな滞納者を発生させないよう初期段階での

徴収強化を図りつつ、引き続き滞納者とは滞納
縮減に向け接触を増やしていく。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－４ 歳入の確保（③徴収強化・収納率向上） 通番 １９－６  

概   要 賦課担当と収納担当が一体となり、適正な賦課と収納率の向上を図る。 

目   標 
市民税、固定資産税等
の収納率向上を図る。 

目標区分 定量 ◇墓地使用料 ： 現年 99.88% 過年 15.00% 

主導的 
推進部局 

まちづくり部公園緑地課・行政経営部行政経営課・企
画財務部企画財政課 

取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等  

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

適正・公平な賦課のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

収納率向上のための取組推進・強化 実施 実施 実施 

    

    

 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

現年 99.88％ 99.16％ Ｔ４ 99.88％ 99.19％ Ｔ４ 99.88％   

過年 15.00％ 0.66％ Ｔ１ 15.00％ 4.69％ Ｔ１ 15.00％   

取
組
の
年
度
計
画 

 
○督促後の現年度滞納の早期回収 
（個別催告・納付指導・臨戸訪問） 

○滞納繰越の早期回収 
（滞納者の使用墓地へ連絡依頼
の案内板設置・臨戸訪問・納付指 
 導） 

○口座振替加入促進 

 
○督促後の現年度滞納の早期回収 
（個別催告・納付指導・臨戸訪問） 

○滞納繰越の早期回収 
（滞納者の使用墓地へ連絡依頼の案
内板設置・臨戸訪問・納付指導） 

○口座振替加入促進 

○督促後の現年度滞納の早期回収 
（個別催告・納付指導・臨戸訪問） 

○滞納繰越の早期回収 
（滞納者の使用墓地へ連絡依頼の
案内板設置・臨戸訪問・納付指導） 

○口座振替加入促進 

上
半
期
取
組
状
況 

 
○ ８月２０日に、督促状を１５１件送
付した。督促後の現年度滞納の
早期回収のため、下半期に実施
する個別催告書の送付等の準備
を行った。 

○ 滞納繰越の回収のため、連絡先
が分っている６件について、催告
状及び電話連絡による催促、納付
指導を行った。 

○墓地各種申請手続きの際に、口
座振替加入促進を図った。 

【収納率】 （９月末現在） 
     H30    R1 

現 年   96.79%  96.54% 
過 年    1.85%   0.66% 

 
○ ８月２０日に、督促状を１２６件送付
した。督促後の現年度滞納の早期回
収のため、下半期に実施する個別催
告書の送付等の準備を行った。 

○ 滞納繰越の回収のため、連絡先が
分っている６件について、催告状及び
電話連絡による催促、納付指導を行
った。 

○墓地各種申請手続きの際に、口座振
替加入促進を図った。 

 
【収納率】 （９月末現在） 

     R1     R2 
現 年   96.54%  97.28% 
過 年    0.66%   2.75% 

 

進捗状況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
〇 督促後の現年度滞納の早期回
収のため、個別催告書の送付３４
件、電話連絡による催促３６件を
実施した。また、滞納繰越の早期
回収のため、電話連絡による催
促、納付指導５件を行なった。 

〇 各種事務手続きの際に、口座振
替加入促進を図った。 

【収納率】 （３月末現在） 
H30    R1 

現 年    99.65% 99.16% 
滞 納     3.24%  0.66% 

 
〇 督促後の現年度滞納の早期回収の
ため、個別催告書の送付２７件、電話
連絡による催促３１件を実施した。ま
た、滞納繰越の早期回収のため、電
話連絡による催促、納付指導６件を行
なった。 

〇 各種事務手続きの際に、口座振替
加入促進を図った。 

【収納率】 （３月末現在） 
R1     R2 

現 年    99.16% 99.19% 
滞 納     0.66%  4.69% 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 
催告書、電話連絡、及び個別訪問

による粘り強い徴収を行う。 

 
催告書、電話連絡、及び個別訪問によ
る粘り強い徴収を行う。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－５ 持続可能な公営企業の経営（市立甲府病院） 通番 ２０－１  

概   要 
利用する市民のニーズにあったサービスを効率よく提供する必要があるため、運営規模の最適化等を分析、検証
を随時行い経営改革に取組む。 

目   標 計画に沿った健全な運営を図る。 目標区分 定量 計画値 

主導的 
推進部局 

企画財務部企画財政課・行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

市立甲府病院 

関係計画等 病院運営ビジョン・新病院改革プラン 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

計画の推進 実施 実施 実施 

    

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

病床利用率 77.6％ 
入院診療単価 49,583円 （人/日） 
外来診療単価 12,762円 （人/日） 

病床利用率 78.5％ 
入院診療単価 50,087円 （人/日） 
外来診療単価 12,977円 （人/日） 

病床利用率 78.5％ 
入院診療単価 50,087円 （人/日） 
外来診療単価 12,977円 （人/日） 

実績 
病床利用率 71.9％ 
入院診療単価 48,256円 （人/日） 
外来診療単価 12,273円 （人/日） 

病床利用率 60.0％ 
入院診療単価 51,701円 （人/日） 
外来診療単価 12,594円 （人/日） 

 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

○院長、副院長と各診療科及び各セ
クション責任者ヒアリングの実施
（５月、１１月） 

○院長・幹部職員の経営ミーティン
グ及び診療部経営ミーティングの
実施（毎週） 

○経営状況等説明会の実施（５月、
１月） 

〇院長、副院長と各診療科及び各セク
ション責任者ヒアリングの実施（５月、
１１月） 

〇院長、幹部職員の経営ミーティング及
び診療部経営ミーティングの実施（毎
週） 

〇経営状況等説明会の実施（５月、１
月） 

〇院長、副院長と各診療科及び各セク
ション責任者ヒアリングの実施（５
月、１１月） 

〇院長、幹部職員の経営ミーティング
及び診療部経営ミーティングの実施
（毎週） 

〇経営状況等説明会の実施（５月、１
月） 

上
半
期
取
組
状
況 

収支改善に向け、院長・副院長と各診
療科等との意見交換を５月に行い、具体
的な数値目標を各科で設定し、患者獲得

に向けた取組等について協議を行った。
また、幹部職員の経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、診療部
経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの他、幹部会議を月２回実

施し、病床利用率、紹介患者数などをﾘｱ
ﾙﾀｲﾑに把握・分析し、さらに、経営改善
対策本部が中心となり、収益向上策につ

いて検討し、院内に目標達成への周知を
図った。 
なお、職員間の経営意識共有のため、

決算状況や本年度の経営方針に関する
説明会等を５月と７月に開催し、経営参
画意識の高揚に努めた。 

新型コロナウイルス感染症対策を最優先し
たため、５月に計画していた、院長、副院長と
各診療科及び各セクション責任者ヒアリング

については先送りとしたが、幹部職員の経営
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、診療部経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの他、幹部会
議を月２回実施し、病床利用率、紹介患者数

などをﾘｱﾙﾀｲﾑに把握・分析し、さらに、経営
改善対策部が中心となり、収益向上策につい
て検討し、院内に目標達成への周知を図っ

た。 
また、職員間の経営意識共有のため、決

算状況や本年度の経営方針について、院内

感染防止のため例年の説明会に代え、６月
に院内ポータルサイトへ掲載し、経営参画意
識の高揚に努めた。 

 

進捗状況 
推進 
部局 

順調 推進 
本部 

順調 推進 
部局 

遅延 推進 
本部 

遅延 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

下
半
期
取
組
状
況 

収支改善に向けた年度目標の達
成に向け、院長・副院長との各診療
科との意見交換を１１月に行った。ま
た、幹部職員の経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、診療
部経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの他、幹部会議を月
２回実施し、病床利用率、紹介患者
数などをﾘｱﾙﾀｲﾑに把握・分析し、さ
らに、経営改善対策本部が中心とな
り、収益向上策について検討し、院
内に目標達成への周知を図った。 
なお、１月には令和元年度決算見

込及び収支改善に向けた対応策に
関する説明会を開催し、経営参画意
識の高揚と危機意識の共有に努め
た。 

収支改善に向けた年度目標の達成に
向け、院長・副院長との各診療科との意
見交換を１１月に行った。また、幹部職
員の経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、診療部経営ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
の他、幹部会議を月２回実施し、病床利
用率、紹介患者数などをﾘｱﾙﾀｲﾑに把
握・分析し、さらに、経営改善対策本部
が中心となり、収益向上策について検討
し、院内に目標達成への周知を図った。 
なお、１月には令和２年度決算見込及

び収支改善に向けた対応策について、
院内感染防止のため例年の説明会に代
え、院内ポータルサイトへ掲載し、経営
参画意識の高揚と危機意識の共有に努
めた。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

T4 推進 
本部 

T4 推進 
部局 

 推進 
本部 

 

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改善点等 

 様々な感染症対策を行う中で、持続性
のある経営基盤の確立に向け、収益確

保と経費削減に取り組む。 

 様々な感染症対策を行う中で、持続性のあ
る経営基盤の確立に向け、収益確保と経費

削減に取り組む。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－５ 持続可能な公営企業の経営（上下水道局） 通番 ２０－２  

概   要 
利用する市民のニーズにあったサービスを効率よく提供する必要があるため、運営規模の最適化等を分析、検証
を随時行い経営改革に取組む。 

目   標 計画に沿った健全な運営を図る。 目標区分 定量 計画値 

主導的 
推進部局 

企画財務部企画財政課・行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

上下水道局 業務部、工務部 

関係計画等 上下水道事業経営戦略・第２次戦略推進計画（第３次戦略推進計画、第４次戦略推進計画） 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

計画の推進 実施 実施 実施 

    

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

水道事業、下水道事業の各戦略推
進事業の施策の総合評価「Ｂ」（効果
を挙げている）以上及び重要業務指
標（ＫＰＩ）各事業全１０項目「Ｔ4」（達
成率 90％から 110％未満）以上 

水道事業、下水道事業の各戦略推進事
業の施策の総合評価「Ｂ」（効果を挙げ
ている）以上及び重要業務指標（ＫＰＩ）各
事業全１０項目「Ｔ4」（達成率 90％から
110％未満）以上 

水道事業、下水道事業の各戦略推進
事業の施策の総合評価「Ｂ」（効果を
挙げている）以上及び重要業務指標
（ＫＰＩ）各事業全１０項目「Ｔ4」（達成率
90％から 110％未満）以上 

実績 

【総合評価＝Ｂ以上】 
水道事業 85％、下水道事業 91％ 

【重要業務指標（ＫＰＩ）＝T4以上】 
水道事業 90％、下水道事業 100％ 

【総合評価＝Ｂ以上】 
水道事業 92％、下水道事業 100％ 

【重要業務指標（ＫＰＩ）＝T4以上】 
水道事業 78％、下水道事業 78％ 

 

達成度 T4 T3  

取
組
の
年
度
計
画 

 
○第１次戦略推進計画の最終評価
の実施 

○第２次戦略推進計画の中間評価
の実施（９月末現在） 

○第３次戦略推進計画の策定 

 
○第２次戦略推進計画の最終評価の実 
  施 
○第３次戦略推進計画の中間評価の実
施（９月末現在） 

○第４次戦略推進計画の策定 

 
○第３次戦略推進計画の最終評価の
実施 

○第４次戦略推進計画の中間評価の
実施（９月末現在） 

○第５次戦略推進計画の策定 

上
半
期
取
組
状
況 

 
第１次戦略推進計画の最終評価

を行った。第２次戦略推進計画にお
ける事業の実施について改善等図
られるよう評価シートを通じた推進委
員会による指導、助言を行った。 
第三者機関である「上下水道事業

推進会議」を開催し、第１次戦略推
進計画の最終評価等について、意
見を求めた。 
第２次戦略推進計画の中間評価

の準備を行った。 

 
第２次戦略推進計画の最終評価を行

った。第３次戦略推進計画における事業
の実施について改善等図られるよう評
価シートを通じた推進委員会による指
導、助言を行った。 
第三者機関である「上下水道事業推

進会議」を開催し、提言を受けた。 
第３次戦略推進計画の中間評価の準

備を行った。 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
「第２次戦略推進計画の中間評

価」及び「第３次戦略推進計画の策
定」について、推進委員会による指
導、助言を行うとともに、第三者機関
である「上下水道事業推進会議」を
開催し、中間評価等について、意見
を求めた。 

 
「第３次戦略推進計画の中間評価」の

進捗管理にあたっては、推進委員会に
よる指導、助言を行うとともに、「第４次
戦略推進計画」を策定において、第三者
機関である「上下水道事業推進会議」か
らの提言内容を反映させた。 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T3 

推進 
本部 T3 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

 引き続き、目標達成に向けて各事
業を推進していく。 
また、第三者機関である「上下水

道事業推進会議」からの提言を受
け、第４次戦略推進計画に反映させ
ていく。 

令和３年度は、新たに第三者機関で
ある「上下水道事業推進会議」を設置
し、「第４次戦略推進計画」の目標達成
に向けて各事業を推進していくとともに、
「第５次戦略推進計画」の策定を行う。 
 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－５ 持続可能な公営企業の経営（甲府市地方卸売市場） 通番 ２０－３  

概   要 
利用する市民のニーズにあったサービスを効率よく提供する必要があるため、運営規模の最適化等を分析、検証
を随時行い経営改革に取組む。 

目   標 計画に沿った健全な運営を図る。 目標区分 定性  

主導的 
推進部局 

企画財務部企画財政課・行政経営部行政経営課 
取組実施 
担当部局 

甲府市地方卸売市場 

関係計画等 地方卸売市場経営戦略 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

計画の推進 実施 実施 実施 

    

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

卸・仲卸の売場及び商品保管場の
温度管理・衛生管理を徹底し、取扱
品目の品質保持を図る。 

将来における市場の適正規模を把握し
次期市場整備計画を策定する。 

（令和３年度～令和５年度） 

新たな整備計画に基づき効率的な施
設整備の促進。 
 

実績 

 卸・仲卸の売場及び商品保管場の
温度管理・衛生管理を徹底し、取扱
品目の品質保持を図るため、遮熱塗
装工事及び排水設備の清掃を行っ
た。 

老朽化対策及び経営戦略に掲げた衛
生管理対策と環境整備対策を取り入れ
た整備計画を策定した。 

（令和３年度～令和５年度） 

 

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計
画 

 
温度管理・衛生管理が必要となる
施設の機能強化を行い、市場施設
の維持管理費の削減を図るととも
に、品質の価値を高め、取扱金額の
増加につなげる。 
 

 
施設整備及び財政収支計画を盛り込

んだ「甲府市地方卸売市場整備計画」を
策定する。 

 
 

 
新たな整備計画に基づき効率的な

施設整備を促進するため、進行管理
の徹底を図るとともに財政計画との検
証を行う。 
 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 
売場の温度管理を図るため、青果
棟の屋根の遮熱塗装工事に着手し
た。 
この工事は、夏期の高温を下げる
効果があるため、使用電気料の削
減も図られる。 
 取引品目の安全・安心を担保し、
品質の価値を高めるための衛生管
理として、水産棟の細菌汚染・増殖
の原因となる排水設備の清掃を行っ
た。 
また、ＨＡＣＣＰ対応のための講習
会を開催し、関係者の意識の醸成を
深めた。 

整備計画の策定ついては、緊急度、
重要度としての優先順位を踏まえ、実施
する対象施設の抽出を行い、老朽化対
策、衛生管理対策、環境整備整備対策
に区分した。 
また、健全な財政運営確保のため、

財政シミュレーションを実施した。 
青果棟の遮熱塗装の効果の検証につ

いては、表面温度が約１０度下がったこ
とを確認し、市場関係者から、温度管理
によるクレームの件数が減ったとの報告
を受けている。これを受け、水産棟の遮
熱塗装工事の発注を９月に実施した。 

 

進 捗 状
況 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

 
青果棟屋根の遮熱塗装工事の施

工管理を行い工事を完了した。 
水産棟の排水設備の清掃を上半

期に引き続き行った。 

 
次期整備計画（R3～R5 年度）策定に

向け、優先順位を区分し財政シミュレー
ションを実施し整備計画を策定した。 
また、水産棟の温度管理を向上させ

るため屋根の遮熱塗装工事の施工管理
を行い工事を完了した。 
 

 

達成度 
の総評
価 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

水産棟屋根の遮熱塗装工事につ
いて、青果棟の効果を検証し実施す
る。 

HACCP の完全実施に伴う、本市場の対
応の検証 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－６ 公共施設等マネジメントの推進 通番 ２１  

概   要 
次世代に負担をかけず、安心して快適に利用できる施設へと再配置をしていくため、甲府市公共施設等総合管理
計画、甲府市公共施設再配置計画及び甲府市資産(土地・建物)利活用基本方針に基づいた公共施設等マネジメ
ントを推進する。 

目   標 

① 
施設総量の適正化、施設の長寿命化及び効率的
な施設運営による施設総量の削減。 

目標区分 

定量 
（延床面積削減率） 
再配置計画の短期目標値 
令和７年度までに 10.03％ 

② 
未利用資産等の売却、貸付等の利活用に向けた
公募の実施。 

定量 

（資産の売却又は貸付等の公
募実施件数） 
 Ｒ１ ５件 
 Ｒ２ ４件 
 Ｒ３ ３件 

主導的 
推進部局 

総務部財産活用課・企画部行政経営課・財政課 
取組実施 
担当部局 

関係部局 

関係計画等 甲府市公共施設等総合管理計画・甲府市公共施設再配置計画・甲府市資産(土地・建物)利活用基本方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

甲府市公共施設再配置計画の推進 実施 実施 実施 

甲府市資産(土地・建物)利活用基本方針に基づく取組
の推進 

実施 実施 実施 

    

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 
 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 年度目標 実績 達成度 

目 
 
標 

① 0.16％ 0.16％ T4 0.30％ 0.23％ Ｔ3 0.88％   

② ５件 ４件 T3 ４件 ５件 Ｔ5 ３件   

取
組
の
年
度
計
画 

○補修センターの機能移転（廃止） 
 
○未利用資産の調査の実施と個別
方針の策定及び売却または貸付
に向けた公募等（5件）の実施。 

○後屋第二住宅、古上条住宅、警察公
舎、甲運第二保育所の廃止 

 
○未利用資産の調査の実施と個別方針
の策定及び売却または貸付に向けた
公募等（4件）の実施。 

○後屋第一住宅、教育指導研究セン
ター、山宮甲文館の廃止 

 
○未利用資産の調査の実施と個別方
針の策定及び売却または貸付に向
けた公募等（3件）の実施。 

上
半
期
取
組
状
況 

○補修センターの機能移転の年内
実施に向け、道路河川課とスケジ
ュール調整等を行った。 

 
○資産利活用推進委員会におい
て、古上条住宅、後屋第二住宅、
旧南庁舎の基本的な方向性を定
めるとともに、未利用資産７件の
個別方針を策定した。 

○後屋第二住宅、古上条住宅、警察公
舎を令和 2年 7月に用途廃止した。 
 

○包括外部監査（未利用不動産等に関 
する財務事務）の実施に併せて、低
未利用資産の調査を 6 月に実施し
た。また、売却準備が整った 3件の公
募等を実施し、2件が売却に至った。 

（1,373万円） 

 

進捗状況 
担当 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

担当 
部局 順調 

推
進 
本
部 

順調 
担当 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

○ 補修センター（1,025.31 ㎡）を廃
止し、令和元年１２月に環境センタ
ー管理棟へ機能移転した。（延床
面積削減率：△0.16%）（約 880 万
円） 

 
○ 個別方針を策定した７件の未利
用資産の売却準備に取り組み、
準備が整った４件の公募等を実施
した。うち、１件が売却に至った。    

（65万円） 

○ 古上条住宅、後屋第二住宅、警察
公舎を解体した（延床面積削減率：△
0.23%）（約 1,265 万円） 

 
○ 資産利活用推進委員会において、
未利用資産 11 件の個別方針を定め
た。 

 
〇 売却準備が整った 2 件の公募等を
実施し、2件が売却に至った。 

（407.5万円） 

 

達 成 度 

の総評価 
担当 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

担当 
部局 Ｔ4 

推
進 
本
部 

T4 
担当 
部局  

推進 
本部  

効果額 9,450 千円 30,455 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

公募または売却に至らなかった未利
用資産６件については令和２年度に
継続して利活用を図る。 

公募または売却に至らなかった未利用
資産１３件については令和３年度に継続
して利活用を図る。 

 



甲府市行政改革大綱（2019～2021） 取組項目シート 

取組項目 ３－７ 民間活力の推進 通番 ２２  

概   要 
行政改革の進展により、ＰＰＰ/ＰＦＩ、委託化などの民力の活用が必要となることから、「民力活用に関する方針」等
に則した対応の徹底を図る。 

目   標 

民間事業者等が持つ専門性や機動性、ノウハウを活
用して、事業・業務の効率化、経費の節減を図るとと
もに、民間との協働による市民サービスの向上を図
る。 

目標区分 定量 
（民力活用件数） 
 令和 3 年度末までに 10 件を
活用 

主導的 
推進部局 

行政経営部行政経営課・財産活用課・企画財務部企
画財政課 

取組実施 
担当部局 

全部局 

関係計画等 民力活用に関する基本方針・甲府市ＰＦＩ活用指針・甲府市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討方針 

工程表 

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

民力活用に関する基本方針等の徹底 実施 実施 実施 

サウンディング型市場調査の推進 検討 実施 実施 

指定管理者制度の推進・拡充 検討 検討 実施 

    

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

年度 
目標 

１件 ４件 ５件 

実績 1件 ４件  

達成度 T4 T4  

取
組
の
年
度
計

画 

○民力活用に関する情報等を庁内
へ発信する。 

○サウンディング型市場調査の実施 
事例の調査研究を行う。 

○新たな指定管理者の実施可能性 
 を検討する。 

〇民力活用に関する情報等を庁内へ発
信するとともに、PPP/PFI の推進を図
る。 

〇サウンディング型市場調査の実施 
○新たな指定管理者の実施可能性 
 を検討する。 

 

上
半
期
取
組
状
況 

 
○ 指定管理者未導入の施設につ
いて、所管課へ現状や未導入の
理由等について聞き取りを行っ
た。 

〇 山梨県内の産官学金の団体に
より構成され、地方公共団体の 
PPP/PFI事業の促進を図ることを 
目的として発足した「やまなし 
PPP/PFI地域プラットフォーム」へ 
コアメンバーとして参加し、ＰＦＩ等 
の活用事例の情報収集を行っ
た。 

 
〇  指定管理者未導入の施設につい
て、所管課へ現状や未導入の理由等
について聞き取りを行った。 

〇  内 閣 府 の 支 援 （ 令 和 ２ 年 度 
PPP/PFI 推進に資する支援措置 民
間提案活用支援）を受け、甲府市農
業センターにおけるＰＦＩ法に基づく民
間提案制度の検討を開始した。（7月） 

〇 甲府市公共施設等マネジメントにお
けるＰＰＰ導入ガイドラインを策定し職
員の意識醸成を図るため、職員説明
会を開催した（9月） 

〇 甲府城周辺（旧税務署跡地南側）整
備に係るサウンディング型市場調査を
公募した（9月） 

 

進捗状況 
推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局 順調 

推進 
本部 順調 

推進 
部局  

推進 
本部  

下
半
期
取
組
状
況 

〇 民力活用に関する内閣府の支
援情報を庁内へ周知し、その中
のサウンディング型市場調査に
関する令和２年度ＰＰＰ／ＰＦ
Ｉ推進に資する支援措置（民間
提案活用支援）に対し支援対象
として農業センターを応募し
た。 

〇 教育部において、社会体育用
夜間照明施設（LED照明灯）の改
修 を含めた維持管理をリース
方式にて民間事業者と契約し整
備を行った。 

 
〇 甲府市子ども屋内運動遊び場の提
案及び設置業務について、民間事業
者と契約を行い、民力を活用した整備
を行った。 

〇妊産婦が安心して生活できる優しい
環境づくりの一環として、母子手帳発
行時に配布するマタニティグッズを広
告付物品として受入れ、作成費用を
削減した。 

〇市庁舎等の設備更新に関するサウン
ディング型市場調査を実施し、事業の
市場性や有効性を把握した。（１月） 

 

達 成 度 

の総評価 
推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局 T4 

推進 
本部 T4 

推進 
部局  

推進 
本部  

効果額 ― 千円 ― 千円  千円 

次 期 に 
向けての 
改 善 点

等 

   


